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第１節 一般廃棄物処理基本計画策定の趣旨 

 

１．計画策定の背景 

高石市（以下「本市」という。）では、平成 10 年３月に最初の「一般廃棄物処理基本計

画」を策定、その後、令和 17年度を目標とする現行の「循環型社会の構築から確立へ」を

目指した「一般廃棄物処理基本計画（令和３年３月策定）」を策定し、ごみの発生・排出抑

制や資源等の分別収集及び再資源化に努めてきた。また、生活排水処理においても、大阪

府が令和 3 年 3 月に策定した「2030 大阪府環境総合計画」では、2030 年（令和 12 年）の

実現すべき姿として「澄んだ川」や「豊かな海」があり、「良好で安心して暮らせる生活環

境が確保されていること」を掲げている。また、「大阪府生活排水処理計画整備指針」や「大

阪府域の生活排水処理計画のとりまとめ」において生活排水の 100％適正処理を目指して

いる。そのため当市としてより良い水環境を保全するために下水道や合併処理浄化槽等の

整備を進めその適正処理に努めてきた。 

世界を見渡すと、地球温暖化や環境負荷の増大、生態系の破壊など、地球規模で環境問

題が深刻化している。地球環境を保全し、良好な生活環境を維持していくため、省エネル

ギーの推進や再生可能エネルギーの導入などによる温室効果ガスの排出抑制に努めるとと

もに、大気汚染などの公害発生の防止に関する取り組みを進める必要がある。国では 2050

年（令和 32年）までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュート

ラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言した。 

今後も、脱炭素社会の実現に向け、温室効果ガス排出量を実質ゼロにするための取り組

みを、市民・事業者・行政が協働して進めていく必要がある。 

計画策定後５年が経過し、さらなるごみ減量と、循環型社会だけでなく脱炭素社会や自

然共生社会との統合的な展開によって地域循環共生圏を形成することを目指して、食品ロ

ス削減やプラスチックの排出抑制、「SDGs（持続可能な開発目標）」といった国際的な潮流

も考慮し、今後の本市におけるごみの排出抑制、再生利用、適正処理及び生活排水処理の

推進を図るために、長期的かつ総合的な視点から計画に掲げる施策等を見直し、新たな一

般廃棄物処理行政の基本方針として「一般廃棄物処理基本計画」（以下「基本計画」という。）

を見直すものである。 

一般廃棄物に係る関係法令及び関係指針・計画等を表 1-1-1に示す。 
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表 1-1-1 一般廃棄物に係る関係法令及び関係指針・計画等（１） 

年次

平成10年 6月 ・ 10月 ・ 「ごみ処理施設の性能指針」策定

（1998年）   ・ 「震災廃棄物対策指針」策定

・

  

平成11年 2月 ・ ダイオキシン対策関係閣僚会議(第1回) 3月 ・ 「ダイオキシン対策推進基本方針」改定

（1999年） 7月 ・ 「ダイオキシン類対策特別措置法」公布 9月 ・

 

平成12年 4月 ・ 「容器包装リサイクル法」全面施行 10月 ・ 「汚泥再生処理センター等の性能指針」策定

（2000年） 5月 ・ 12月 ・ 「廃棄物最終処分場の性能指針」策定

 ・

 

 ・ 「ダイオキシン類対策特別措置法」改正

6月 ・

 

 ・

 

 ・ 「廃棄物処理法」改正(排出抑制対策の強化、不適正処理対策、公共関与による施設整備等)

 ・

平成13年 1月 ・ 「循環型社会形成推進基本法」完全施行 1月 ・

（2001年） 4月 ・ 「廃棄物処理法」完全施行  

 ・ 「資源有効利用促進法」施行 2月 ・ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」策定

 ・ 「家電リサイクル法」完全施行 5月 ・

 ・ 「グリーン購入法」完全施行  

5月 ・ 「食品リサイクル法」完全施行  ・ 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」策定

6月 ・ 「浄化槽法」改正(単独処理浄化槽の新設禁止) 6月 ・ 「平成13年版循環型社会白書」閣議決定

平成14年 1月 ・ 「廃棄物処理法施行令」改正(し尿の海洋投入の禁止) 5月 ・ 「平成14年版循環型社会白書」閣議決定

（2002年） 5月 ・ 「建設リサイクル法」完全施行 11月 ・ 「ごみ処理施設の性能指針」一部改正

7月 ・ 「使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」公布  ・ 「廃棄物最終処分場の性能指針」一部改正

12月 ・ 「バイオマス・ニッポン総合戦略」閣議決定

平成15年 ６月 ・ 「廃棄物処理法」改正(不法投棄の未然防止、リサイクルの推進) ３月 ・ 「循環型社会形成推進基本計画」閣議決定・国会報告

（2003年） 12月 ・ 「廃棄物処理法」完全施行 ５月 ・ 「平成15年版循環型社会白書」閣議決定

 ・ 「ダイオキシン類対策特別措置法施行令・施行規則」改正 10月 ・ 「廃棄物処理施設整備計画」閣議決定(平成15～19年度の計画期間)

12月 ・ 「汚泥再生処理センター等の性能指針」一部改正

平成16年 １月 ・ ５月 ・ 「平成16年版循環型社会白書」閣議決定

（2004年） ６月 ・ 「不法投棄撲滅アクションプラン」公表

４月 ・ 「廃棄物処理法」改正(事故時の措置、罰則の強化等) ・ 「水害廃棄物対策指針」策定

５月 ・

９月 ・

12月 ・ 「廃棄物処理法」改正(指定区域の指定)

平成17年 １月 ・ 「自動車リサイクル法」完全施行 ５月 ・

（2005年） ３月 ・

６月 ・ 「平成17年版循環型社会白書」閣議決定

・

４月 ・

９月 ・

10月 ・

11月 ・

平成18年 ６月 ・ 「容器包装リサイクル法」改正 ３月 ・

(2006年） 12月 ・  

５月 ・ 「平成18年版循環型社会白書」閣議決定

平成19年 ２月 ・ ６月 ・ 「21世紀環境立国戦略」閣議決定

(2007年）   ・ 平成19年版環境・循環型社会白書閣議決定

３月 ・ ・

 

６月 ・ 「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令」公布

 ・ 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律」公布

９月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布

 ・

 

10月 ・

 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布

11月 ・

 

 ・ 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」等公表

・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布

平成20年 ４月 ・ 「廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(平成19年)について」公表 ２月 ・ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針の一部変更」閣議決定

(2008年） ５月 ・ ３月 ・ 「第２次循環型社会形成推進基本計画」閣議決定

 ・ 「廃棄物処理施設整備計画」閣議決定(平成20～24年度の計画期間)

12月 ・ 「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令」公布  ・ 「ごみ処理施設の性能指針」一部改正

 ・ 「特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部を改正する省令」公布 ６月 ・ 「ごみ処理基本計画策定指針」改定

  ・ 「平成20年版環境・循環型社会白書」閣議決定

９月 ・ 「家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況について(平成19年度)」公表

 ・ 「特定家庭用機器の品目追加・再商品化等基準に関する報告書」公表

12月 ・ 「特定家庭用機器廃棄物の適正処理について」公表

 ・ 「廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度等について」公表

平成21年 ３月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布 ２月 ・

(2009年） ・

  

 

平成22年 ５月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」公布 12月 ・

（2010年） 12月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命
令」改正

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(特定建設
資材廃棄物の再資源化等に係る事務を行う市等の長)公布

「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理有料化の手引き」及び「市町村における循環型
社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」策定

「廃棄物処理法施行令」改正(届出事項、申請書類の追加、産業廃棄物の管理票の記載項目
の追加、中間処理後の廃棄物の委託に係る規制の明確化等)

「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令」等公布

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を
定める省令及び食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正す
る省令(平成21年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1
号)公布

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(食品関連事業
者に対する指導監督の強化、食品関連事業者の取り組みの円滑化等)閣議決定

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する
省令」(再商品化のための円滑な引渡し等に係る事項を基本方針に定める事項に追加)施行

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(一間に2回以上同
じ内容の廃棄物の輸出入を行う場合には、当該輸出入について一括して申請し環境大臣の
輸出確認又は輸入許可を受けることができる)公布、施行

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」(土地の形質の変
更に係る指定区域の範囲の詳細、指定の方法、施行方法に関する基準、産業廃棄物処理業
者の優良性の判断に係る評価制度の創設等)公布、施行

「バイオマス・ニッポン総合戦略」を見直し、新たに閣議決定(バイオマス輸送用燃料の利用促
進、未利用バイオマス活用等によるバイオマスタウン構築の加速化等)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(中間処理業者が電
子マニフェストを活用する場合の登録事項)公布

「食品循環資源の再生利用等の促進関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める
政令」及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政
令」公布

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する
省令」等公布

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定につい
て」公表

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針の一部変更」(グリーン購入法基本方針の一部
変更)閣議決定

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施設の総合的かつ計画的な推進を図るため
の基本的な方針」改正

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施設の総合的かつ計画的な推進を図るため
の基本的な方針」改正

「浄化槽法」施行規則改正(放流水の水質基準、設置後等の水質検査の検査時期、指定検査
機関から都道府県への検査結果の報告書等)公布

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」(保健所設置市に係る事
務の見直し、産業廃棄物管理票制度の強化、無確認輸出に関する未遂罪・予備罪の創設等)
閣議決定

方針・指針・計画等

「特定家庭用機器商品化法（家電リサイクル法）」公布（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンに
ついて13年度から再商品化義務）

「廃棄物の減量化の目標量」決定(平成22年度を目標年度とし、一般廃棄物・産業廃棄物の
最終処分量を平成8年度の半分に削減する等)

「循環型社会形成推進基本法」公布（基本原則、国・地方公共団体・事業者・国民の責務の
明確化、循環型社会形成推進基本計画の策定）

「廃棄物処理法施行令」改正(指定有害廃棄物の指定、廃棄物処理に関する基準の強化・明
確化等)

「再生資源利用促進法」改正(名称変更→「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有
効利用促進法)」、リサイクル対策の強化、廃棄物の発生抑制(リデュース)対策、部品等の再使
用(リユース)対策等)

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」公布(食品の製造・加
工・販売業者に対する食品廃棄物の再生利用の促進等)

法　　　令　　　等

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」公布（国等による環
境物品調達の推進）

「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関す
る基本方針」告示

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施設の総合的かつ計画的な推進を図るため
の基本的な方針」策定

「廃棄物処理施行令」改正(PCB汚泥等の特別管理産業廃棄物へ追加、PCB廃棄物に係る収
集運搬基準の創設)公布

「海洋汚染防止法」改正(廃棄物の船舶からの海洋投入処分許可制の創設、廃棄物の海域に
おける焼却の禁止等)

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」公布（工事の受注者に
対する、建築物の分別解体及び建設廃材等の再資源化の義務付け等）
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表 1-1-1 一般廃棄物に係る関係法令及び関係指針・計画等（２） 

年次

平成23年 １月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」公布 ２月 ・ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(グリーン購入法基本方針）変更閣議決定

（2011年） ５月 ・

７月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布

８月 ・ 「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」公布

平成24年 ８月 ・ 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」公布 ２月 ・ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(グリーン購入法基本方針）変更閣議決定

（2012年） ３月 ・

４月 ・ 「環境基本計画」閣議決定

平成25年 １月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布 ２月 ・ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(グリーン購入法基本方針）変更閣議決定

（2013年） ２月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」公布 ３月 ・ 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針」公布

３月 ・ 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令、施行規則」公布 ４月 ・

・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布

５月 ・ 「第３次循環型社会形成推進基本計画」閣議決定

・ 「廃棄物処理施設整備計画」閣議決定

６月 ・ 「ごみ処理基本計画策定指針」改定

平成26年 ３月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布 ２月 ・ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(グリーン購入法基本方針）変更閣議決定

（2014年） ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布

平成27年 ７月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」の公布 ７月 ・ 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」採択

（2015年） 12月 ・ 「家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」発行

１月 ・

平成28年 ４月 ・ 「パリ協定」発効

（2016年） ６月 ・ 「大阪府循環型社会推進計画」策定

８月 ・ （日本）「パリ協定」締結

９月 ・ 「ごみ処理基本計画策定指針」改定

平成29年 ６月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」公布

（2017年）

平成30年 ４月 ・ 「第五次環境基本計画」閣議決定

（2018年） ６月 ・ 「第四次循環型社会形成推進基本計画」閣議決定

・ 「廃棄物処理施設整備計画」閣議決定

令和元年 ５月 ・ 「食品ロスの削減の推進に関する法律」公布 ５月 ・ 「プラスチック資源循環戦略」策定

（2019年） ６月 ・ 「浄化槽法」改正 ８月 ・ 「大阪府ごみ処理広域化計画」策定

・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令」公布

７月 ・ 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布

９月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布

10月 ・

11月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」公布

12月 ・

令和２年 ２月 ・ 「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物の一部を改正する告示」 ３月 ・

（2021年） ３月 ・

・ ・

・

・

４月 ・ 「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令」公布 ・

８月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布

・

・

令和４年 １月 ・ 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」公布 １月 ・

（2022年） １月 ・ 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則」公布

２月 ・ 「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令」公布

３月 ・

８月 ・ 「下水道法施行規則の一部を改正する省令」公布

９月 ・ 「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布

12月 ・ 「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令」公布

令和５年 ２月 ・ 「浄化槽法施行令の一部を改正する政令」公布 ３月 ・

（2023年） ３月 ・

・

７月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布

・

・

・

・

令和６年 1月 ・ 「下水道法施行令の一部を改正する政令」公布 ２月 ・ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を改正する告示

（2024年） ２月 ・ 「環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する告示の一部を改正する告示」 ３月 ・

３月 ・

・

・

・

・ 「下水道法施行規則の一部を改正する省令」公布

・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布 ・

10月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布

12月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布 ５月 ・ 「第六次環境基本計画」閣議決定

８月 ・ 「第五次循環型社会形成推進基本計画」閣議決定

令和7年 ４月 ・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布 ２月 ・

（2025年） ５月 ・

・

資料：平成19～20年版環境・循環型社会白書、平成21～25年版　環境・循環型社会・生物多様性白書より一部抜粋、平成27～令和元年度前計画、令和２～令和７年度加筆

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する
省令」公布

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する
省令」公布

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため
の基本的な方針」告示

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニ
に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示」

「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃
棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の
特例を定める省令の一部を改正する省令」公布

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する
省令」公布

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に
規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示」

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規
定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに
規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示

「東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄
物の特例に関する省令」公布

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産
業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物の一部を改正する告示」

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項
を定める省令に基づく主務大臣の定める期間及び基準発生原単位の件」告示

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イ
に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示」

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規
定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに
規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示

「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理有料化の手引き」及び「市町村における循環型社
会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」改訂

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロ
に規定する主務大臣が定める率の一部を改正する告示」

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に
規定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示」

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに
規定する主務大臣が定める率の一部を改正する告示

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに
規定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規
定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号
に規定する主務大臣が定める単価の一部を改正する告示

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに
規定する主務大臣が定める率の一部を改正する告示

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに
規定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規
定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに
規定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する
省令」公布

「プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方
針」制定

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する
省令」公布

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する
省令」公布

方針・指針・計画等

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施設の総合的かつ計画的な推進を図るため
の基本的な方針」改正

法　　　令　　　等
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２．計画の位置づけ及び諸計画との関係 

本計画は、「廃棄物処理法」第６条第１項及び「廃棄物処理法施行規則」第１条の３の規

定に基づき策定するものであり、本市における一般廃棄物の排出抑制、減量化、再資源化

並びに適正処理に関して長期的、総合的な方向性を示すものである。 

したがって、本計画は上位計画である「第五次循環型社会形成推進基本計画」（令和６年

８月閣議決定（以下、「循環基本計画」という。））、「大阪府循環型社会推進計画（令和３年

３月）」、「高石市総合計画」等との整合性を図ることを前提として上位計画における一般廃

棄物処理事業に関する事項を明確にし、本市における具体的方向性を定める計画を位置づ

ける。 

また、「生活排水処理基本計画」は、本市が長期的かつ総合的な視点に立って計画的に生

活排水処理対策を行うため、計画目標年度における計画処理区域内の生活排水処理を実施

する過程で発生する汚泥の処理方法等の生活排水処理に係る基本方針を定めるものである。 

さらに、本計画の策定に当たっては、国・府が定める指針、基本方針及び各種関係計画

等に配慮するとともに、本市が策定する分別収集計画や下水道計画等との整合を図るもの

とする。 

なお、泉北環境整備施設組合（以下「組合」という。）が策定する一般廃棄物処理基本計

画についても本計画との整合を図るものとする。 

計画の位置づけ及び諸計画との関係を図 1-1-1に示す。 

 

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成
推進基本計画

廃棄物処理法

廃棄物処理法
基本方針

廃棄物処理
施設整備計画

大阪府環境基本条例

大阪21世紀の新環境総合計画

大阪府循環型社会形成推進条例

大阪府循環型社会推進計画

大阪府ごみ処理
広域化計画

国 大 阪 府 高 石 市

高石市総合計画

公共下水道事業計画

泉北環境整備
施設組合

一般廃棄物
処理基本計画

一般廃棄物処理基本計画

ごみ処理基本計画

生活排水処理基本計画

高石市
分別収集

計画

高石市
一般廃棄物処理

実施計画

泉北環境整備
施設組合

循環型社会形成
推進地域計画

大阪府生活排水処理計画整備指針

 

図 1-1-1 計画の位置づけ及び諸計画との関係 
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一般廃棄物処理基本計画

ごみ処理基本計画 生活排水処理基本計画

３．計画期間・範囲・構成 

（１）計画期間 

計画の期間を図 1-1-2に示す。 

一般廃棄物処理基本計画は国が定めるごみ処理基本計画策定指針（環廃対発第 1306241

号・平成 25 年６月 24 日）及び生活排水処理基本計画策定指針により、10 年から 15 年

の長期計画とし、概ね５年ごと、あるいは、計画策定の前提となっている諸条件に大き

な変動があった場合には見直しを行うことが適切であるとされている。 

本計画の計画期間は、令和７年度に計画策定し、令和８年度を初年度、15年後の令和

22年度を計画目標年度とする。 

令和8年度

初

年

度

目
標
年
度

令和22年度

 

図 1-1-2 計画の期間 

 

（２）計画範囲 

本計画の範囲は高石市行政区域全域とし、本市域内で発生する一般廃棄物（ごみ・生

活排水）を対象とする。 

なお、生活排水には、し尿・浄化槽汚泥を含む。 

 

（３）計画の構成 

計画の構成を図 1-1-3に示す。 

本計画は、ごみ処理に関する部門（ごみ処理基本計画）と生活排水処理に関する部門

（生活排水処理基本計画）で構成する。 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-3 計画の構成 
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第１節 ごみ処理の基本方針 

 

１．計画の基本的な考え方 

本市はこれまで平成 28年３月に策定した基本計画に基づき、令和３年３月策定の「一般

廃棄物処理基本計画（以下「基本計画」という。）」に至るまで「循環型社会の構築から確

立へ」を基本理念とし、資源循環のためのごみ処理システムの構築に努めてきた。 

近年、国において、「食品ロスの削減の推進に関する法律（以下「食品ロス削減推進法」

という。）」や「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（以下「プラスチック

資源循環促進法」という。）」の施行をはじめ、循環型社会形成推進基本法や廃棄物処理法

に基づく、第五次循環型社会形成推進基本計画、国の基本方針（令和７年２月変更）及び

廃棄物処理施設整備計画（令和５年６月閣議決定）が制定・見直された。さらに、「大阪府

循環型社会推進計画」等の計画及び廃棄物処理技術の向上等も踏まえるとともに、本市に

おいても、人口動態や産業の動向等の社会状況の変化や、高石市総合計画によるまちづく

りの推進や、地方分権に即した市民本位の行財政システムの構築を目指す等、ごみ処理を

取り巻く環境が大きく変化していることから、基本計画の見直しを図り、ごみ処理の新た

な基本的な方向性を構築する必要性が生じた。 

したがって、本計画では、これまでの市民・事業者・行政それぞれの取り組みの効果を

踏まえ、より一層のごみの減量化や適正な処理・処分を進めるための更なる市民サービス

の充実と行政・市民・事業者の経済的負担のあり方や今後のごみ処理施設の整備構想を展

望する等の、長期的・総合的かつ計画的な視点に立った将来目標及びごみ処理の基本的な

方向性を定めることとする。 

 

２．基本理念 

本計画では、引き続き「循環型社会の構築から確立へ－適正生産・適正消費・適正廃棄

－」を基本理念に掲げ、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を担うことで、ごみ減量化・

資源化、資源の有効利用に努め、環境にやさしい循環型社会の構築を目指していくことと

する。 

 

 

第第２２章章  ごごみみ処処理理基基本本計計画画  
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３．ごみ処理の基本的な方向性 

ごみ処理の基本的な方向性を図 2-1-1に示す。 

循環型社会の構築から確立への実現に向けた継続的なシステムとして、引き続き「循環

型地域経済システムの構築」、「循環型廃棄物処理システムの構築」及び「循環型廃棄物マ

ネジメントシステムの構築」の３つを掲げ、各々の協働・連携による基本理念「循環型社

会の構築から確立へ－適正生産・適正消費・適正廃棄－」を目指すこととする。 

 

循環型
地域経済

システムの構築

①市民・事業者・行政が三位一体に行動する地域づくり
②ごみを作らない・出さない地域づくり
③地域経済と連動したリサイクル地域づくり

循環型社会の

構築から確立へ

循環型廃棄物
処理システムの

構築

循環型廃棄物
マネジメント

システムの構築

①効率的かつ経済的な収集・運搬体制づくり
②資源循環に向けた施設づくり
③環境教育・環境学習の拠点づくり

①計画の進行管理
②数値目標の進捗管理
③コスト管理
④情報公開

 
図 2-1-1 ごみ処理の基本的な方向性 
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（１）循環型地域経済システムの構築 

 

 

 

 

①  市民・事業者・行政が三位一体に行動する地域づくり 

持続可能な資源循環型社会の構築を目指すためには、市民・事業者・行政がそれぞれ

の立場で自らの責任を自覚し、互いに協働し合うことが重要である。 

これまでも循環型社会へ向け、様々なごみ減量・リサイクル活動を実施してきたが、

これらの活動について地域・経済の動向や地域環境の変化に応じて見直し、より多くの

人が様々な立場からいつでも参加できるような仕組みや活動拠点づくりを推進していく。 

 

②  ごみを作らない・出さない地域づくり 

「循環型社会形成推進基本法」が平成 13年１月より施行され、循環型社会の構築に向

けて、ごみの発生・排出抑制、再使用が最優先の課題として掲げられている。 

一人ひとりがごみの排出者としての責任と自覚を持ち、より環境に配慮した消費生活

行動を実践し、ごみの発生・排出抑制、再使用を進める地域づくりを構築していく。 

 

③  地域経済と連動したリサイクル地域づくり 

資源循環を推進していくために、変化する地域経済状況に連動した、市民に定着する

リサイクル地域づくりを構築していく。 

 

（２）循環型廃棄物処理システムの構築 

 

 

 

 

①  効率的かつ経済的な収集・運搬体制づくり 

一般家庭から排出されるごみや資源の安定的な収集運搬作業を継続させるため、収集

能力の強化及び効率的・効果的な収集が可能となる体制を再検討していく。 

 

②  資源循環に向けた体制づくり 

持続可能な社会実現のため、ごみ処理工程の中で、今後も積極的な資源物回収や熱回

収（サーマルリサイクル）が可能な環境への負荷を抑制した体制づくりに努める。 

 

③  緊急時等におけるごみ処理体制づくり 

大規模な災害や感染症蔓延等の緊急時において、ごみの排出のあり方やごみ収集・処

理従事者の安全な作業環境の確保、速やかな処理・処分を実現するため、関係機関・団

体等との連携体制の構築等に努める。 

ごみの発生・排出抑制を重視した４Ｒ（リフューズ：断る，リデュース：発生抑

制，リユース：再使用，リサイクル：再資源化）への取り組みを展開し、環境への

負荷を低減した循環型地域経済システムを構築する。 

ごみの収集・運搬システム、中間処理システム（選別・破砕・焼却処理等）、埋立

処分というごみ処理プロセスを経て、環境負荷の低減と資源・エネルギーの有効利

用に努め、自然・地域環境に配慮した循環型廃棄物処理システムを構築する。 
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④  環境教育・環境学習の拠点づくり 

環境問題について、市民や事業者が学び知る機会を幅広く設け、関心をもてるように

働きかける必要がある。特に子どもたちに対しては、学校における環境教育の時間を確

保するとともに、新たな環境学習の場を創設し、地域や教育現場と連携した環境学習へ

の取り組みを図っていく。 

 

（３）循環型廃棄物マネジメントシステムの構築 

 

 

 

①  計画の進行管理 

環境負荷の低減を目的とした循環型の地域づくりは、適宜見直しを図りつつ、推進に

努めることとし、次世代に継承していく必要がある。そのために、本計画の進捗状況を

精査、検証するマネジメントシステムを構築していく。 

 

②  数値目標の進捗管理 

減量化・資源化等の目標は定期的に実態の把握を行い、ごみ処理の動向を見極めなが

ら施策の効果を検証するとともに、その評価を踏まえ目標達成がなされるように必要な

施策展開を行っていく。 

 

③  コスト管理 

効率的・効果的な施策展開がなされるように、経営的視点から事前事後の検証・評価

を行い、段階的に適切なコスト管理の枠組みを構築していく。 

 

④  情報公開 

減量化・資源化施策を効率的・効果的に進めるために、わかりやすい啓発活動と情報

公開を行っていく。 

 

数値目標やコスト等の定量化指標による効率的・効果的かつ計画的な循環型廃棄物

マネジメントシステムを構築する。 
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４．ごみ排出量の数値目標 

（１）目標設定の考え方 

廃棄物の適正処理に関し、国においては、「国の基本方針」（令和７年２月）、「廃棄物

処理施設整備計画」（令和５年６月）、「第５次循環基本計画」（令和６年８月）により、

ごみの資源化・減量化の目標を定めている。また、大阪府では大阪府循環型社会推進計

画（令和３年３月）において目標値を定めている。これら上位計画の減量目標値や施策

を推進していく。 

ごみの減量化は資源化を含めて推進することを踏まえ、本計画において、ごみの減量

化目標を設定する。 

 

（２）ごみ減量化目標の設定 

本市では、基本計画（令和３年３月策定）において、令和６年度に排出ごみ量の原単

位について平成 12 年度比で 50％の減量を目指すこととし、令和７～17 年度においても

平成 12年度比 50％の減量を維持することとしている。 

本計画では引き続きこの減量化目標を踏襲することとする。 

ごみ減量化目標は、令和８年度から令和 22年度の間で、資源ごみ等を除いた排出ごみ

量の原単位について、平成 12年度比で 50％の減量及び継続を目指す。 

 

 

 

 

 

※減量化目標の対象は、家庭系ごみ及び事業系ごみ（資源ごみ等を除く）とする。 

 

【ごみ排出量の減量化目標】 

減量化目標：令和８年度～令和 22年度 50％減  
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（３）国・府の将来目標 

令和２年度～令和６年度実績で推移した場合の計画収集人口・ごみ量の将来予測及び

市設定の減量化目標を達成した場合の計画収集人口・ごみ量の将来予測に基づき、国、

府の将来目標と令和６年度実績及び令和 22 年度の減量目標との平成 12 年度対比の検証

を行う。 

 

① 国の将来目標（廃棄物処理に関する基本的な方針：令和７年２月策定） 

a.国民、事業者双方に係る取り組み指標として、「一般廃棄物の排出量」を令和４年度比

約９％削減することを目標としている。本市の一般廃棄物の排出量は令和４年度比で

12％以上の削減となっている。国の将来目標と本市の目標値の比較を表 2-1-1に示す。 

 

b.生活系ごみ（家庭系ごみ）に関しては、国民のごみ減量化への努力や分別収集への協

力を評価するため、集団回収量、資源ごみ等を除いた値を「１人１日当たりに家庭か

ら排出するごみの量」とし、478gとすることを目標とした場合の循環基本計画の将来

目標との比較を表 2-1-1に示す。 

 

ｃ.事業系ごみについては、事業所数の変動が大きいこと、事業所規模によってごみの排

出量に顕著な差がみられることなどから、１事業所当たりではなく、事業系ごみの「総

量」について、平成 12年度との比較を表 2-1-1に示す。 

 

令和２年度～令和６年度実績で推移した場合の将来予測は、廃棄物処理に関する基本

的な方針の将来目標を達成している。しかしながら、前述したごみ処理の基本的な方向

性の中で示した「循環型社会の構築から確立へ」に向けて、市設定の減量化目標を達成

した場合の計画収集人口・ごみ量の将来予測で、ごみの減量化・資源化に向けた取り組

みを推進していく。 

 

② 府の将来目標（大阪府循環型社会推進計画：令和３年３月策定） 

大阪府循環型社会推進計画は令和７年度の目標を掲げている。しかし、本計画は令和

7 年度に策定業務を進めている状況であることから、令和 7 年度目標との比較は行わな

いものとする。 
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表 2-1-1 循環基本計画の将来目標との比較 

年度 平成12

項目 単位 （基準年度）
平成12年
度対比

平成12年
度対比

平成12年
度対比

計画収集人口 人 62,811 55,841 － 52,885 － 47,958 －

年間日数 日 365 365 － 365 － 365 －

ｔ/年 1,929.07 1,349.38 -30.1% 1,274 -34.0% 1,155 -40.1%

g/人日 84.14 66 -21.3% 66 -21.6% 66 -21.6%

ｔ/年 16,717.57 8,769.42 -47.5% 8,195 -51.0% 7,433 -55.5%

g/人日 729.20 430.25 -41.0% 425 -41.8% 425 -41.8%

ｔ/年 15,706.02 7,094.12 -54.8% 6,612 -57.9% 5,997 -61.8%

g/人日 685.07 348.06 -49.2% 342.54 -50.0% 342.59 -50.0% 478

④事業系ごみ ｔ/年 9,426.28 4,382.96 -53.5% 4,129 -56.2% 3,735 -60.4%

-12.9%
（R4年度比）

-6.5%
（R4年度比）

注1） 平成12年度実績は、基本計画（平成28年３月策定）より

注2） 令和22年度減量目標値は、市設定の減量化目標を達成した場合の計画収集人口・ごみ量の将来予測

注3） 総排出ごみ：有価物集団回収+家庭系ごみ+事業系ごみ

注4） 国（方針）目標値：廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針

704 704 -42.5%

国（方針）
目標値

令和12年度

ｔ/年 28,072.92 14,501.76 -48.3% 13,598 12,323 -56.1%
R4年度比
9％削減

国（方針）の目標年度 減量目標値

令和22令和12

⑤総排出ごみ

②家庭系ごみ

③内普通（可燃）
　ごみ＋粗大ごみ（委託
収集分）

①有価物集団回収

令和６

実　　　　績

g/人日 1,224.50 711.50 -41.9%
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第２節 ごみ処理事業の概況 

 

１．現状ごみ処理システム 

（１）現状ごみ処理システムフロー 

現状ごみ処理システムフローを図 2-2-1に示す。 

古紙等の有価物は、有価物集団回収奨励金交付事業等により回収され、資源化してい

る。 

また、家庭系ごみの普通（可燃）ごみ、資源ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみは、委託に

より収集・運搬し、普通（可燃）ごみはごみ焼却処理施設にて適正に処理し、資源・不

燃ごみは資源化センターにて、粗大ごみは粗大ごみ処理施設にて資源化処理等を行って

いる。 

さらに、ごみ焼却処理後の残渣は、松尾寺山最終処分場及び大阪港湾臨海環境整備セ

ンター神戸沖・大阪沖処分場で適正な埋立処分を行っている。 
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不燃ごみ

せともの類

コップ・ガラス類

乾電池

電球・蛍光灯

有価物集団回収

新聞

雑誌

段ボール

牛乳パック

資源ごみ

缶・ビン類

ペットボトル

プラスチック容器包装

粗大ごみ

家電品目
（家電リサイクル法）

市が収集できないごみ

購入先、専門の処理業者、注射
器・注射針の処理は医療機関
へ相談、建築廃材など施工業
者に引き取り

適正処理

販売店回収方式

直接持ち込み方式

資源化

リサイクル料金（郵便局）＋収集運搬料金（収集運搬業者）

リサイクル料金（郵便局）のみ

購入販売店
買い替え販売店

収集運搬業者に申込 資源化

直接搬入

委託収集

委託収集

排出区分 収集・運搬形態
中間処理

最終処分

有効利用

組 合

家

庭

系

ご

み

・

事

業

系

ご

み

そ
の
他
の
ご
み

焼却残渣

可燃物

ガレキ

アルミ缶・スチール缶

カレット・生ビン

乾電池・蛍光灯

ペットボトル

破砕金属：アルミ・スチール

処理困難物等（前選別）

古布

普通（可燃）ごみ

家庭系ごみ

事業系ごみ

家庭系ごみ
委託収集

直接搬入

家庭系ごみ

事業系ごみ

家庭系ごみ
委託収集

直接搬入

資源化

市収集業者回収方式
（購入販売店がない場合）

指定引取場所に持ち込み

発生・排出抑制

その他雑紙

注1）事業系ごみは、持ち込みごみ、引っ越しごみ及び臨時ごみを含む。
注2）ごみ焼却施設：150ｔ/24ｈ×3炉、資源化センター：25ｔ/5ｈ、粗大ごみ処理施設：40ｔ/5ｈ
注3）泉北環境整備施設組合は、中間処理施設（ごみ焼却施設、資源化センター、粗大ごみ処理施設）、一般廃棄物最終処分場（松尾寺山最終処分場）を運営・管理している。

資料：市・組合データ

プラスチック容器包装

 

図 2-2-1 現状ごみ処理システムフロー 
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（２）ごみ減量化・資源化システム 

   ① ごみ排出抑制の取り組み 

a.家庭系ごみ収集の一部従量制（可燃ごみ）、有料制（粗大ごみ） 

家庭系普通（可燃）ごみ量等の実績推移を表 2-2-1に示す。 

平成 19年１月から粗大ごみの有料収集を実施し、ごみ処理に要する経費について市民

がコスト意識を有し、排出抑制に取り組むための契機として継続している。 

また、平成 25年４月からは普通（可燃）ごみ収集の一部従量制を実施している。一部

従量制の実施により、普通（可燃）ごみ量の原単位（g/人日）は減少傾向を維持し、一

部従量制導入前の平成 24 年度に対して令和６年度では約 30％減少している。これに対

し、資源・不燃ごみ量の原単位（g/人日）は、平成 28年度よりプラスチック容器包装の

回収を開始し、平成 29年度より月２回であったペットボトル・プラスチック容器包装の

収集回収が月２～３回に変更したことにより、年々回収量が増加し、令和３年度には約

50％増加していたが、令和４年度以降は減少傾向に転じ、令和６年度において約 29％の

増加にとどまっている。 

 

表 2-2-1 家庭系普通（可燃）ごみ量等の実績 

平成24年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

59,047 57,322 57,121 56,795 56,206 55,841

365 365 365 365 366 365

排出量（ｔ/年） 10,642.92 8,023.14 7,899.59 7,475.86 6,958.27 7,004.46

平成24年度対比 － -24.6% -25.8% -29.8% -34.6% -34.2%

1人1日当たりの原単位（g/人日） 493.82 383 379 361 338 344

平成24年度対比 － -22.4% -23.3% -26.9% -31.6% -30.3%

排出量（ｔ/年） 865.97 1,129.39 1,245.79 1,181.69 1,092.94 1,056.42

平成24年度対比 － 30.4% 43.9% 36.5% 26.2% 22.0%

1人1日当たりの原単位（g/人日） 40.18 54 60 57 53 52

平成24年度対比 － 34.4% 49.3% 41.9% 31.9% 29.4%

排出量（ｔ/年） 155.18 773.94 744.61 715.73 689.61 708.54

平成24年度対比 － 398.7% 379.8% 361.2% 344.4% 356.6%

1人1日当たりの原単位（g/人日） 7.20 37 36 35 34 35

平成24年度対比 － 413.9% 400.0% 386.1% 372.2% 386.1%

注1）平成25年4月1日より有料化、平成24年度対比：平成24年度実績値に対する各年度の増減比

　　　g/人日：年間量（ｔ/年）÷年間日数÷人口×106

注2）平成29年度より直接搬入ごみ及び臨時ごみ（粗大）の計量を家庭系・事業系に分けて計量している。

　　　（従前は全て事業系で計量）

項目＼年度

普通（可燃）
ごみ

資源・不燃
ごみ

粗大ごみ

人　　　口（人）

年間日数（日）
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b.生ごみ処理機等購入補助金交付制度 

生ごみ処理機等購入補助金の実績推移を表 2-2-2に示す。 

一般家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を促進し、ごみ減量に対する意識

の向上を図るため、平成 26年７月に「高石市家庭用生ごみ処理機等購入補助金交付要綱」

を制定した。補助対象機器は、電動式生ごみ処理機（１世帯１基のみ）及び生ごみ堆肥

化容器（コンポスト容器、ＥＭぼかし容器等、１世帯２基まで）であり、機器購入金額

（消費税等含む）の１／２に相当する額（限度額：電動式生ごみ処理機 20,000円、生ご

み堆肥化容器 3,000円）を交付している。 

 

表 2-2-2 生ごみ処理機等購入補助金の実績推移 

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

交付件数 件 25 26 21 31 24

電動式生ごみ処理機 件 21 23 19 27 22

堆肥化容器 件 4 3 2 4 2

助成金額 円 291,300 347,400 335,200 522,700 410,200

資料：市データ

項目＼年度

 

 

    c.有価物集団回収奨励金交付事業 

有価物集団回収の実績推移を表 2-2-3に示す。 

平成４年４月から「高石市有価物集団回収奨励金交付制度」を施行し、市内の自治会、

子ども会、マンション管理組合等の地域団体が実施している新聞、雑誌、段ボール、古

布、牛乳パック及びその他雑紙の集団回収活動に対し、回収量に応じて４円/㎏の奨励金

の交付を行っている。 

 

表 2-2-3 有価物集団回収の実績推移 

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

新聞 684.658 657.079 589.621 525.474 442.010

雑誌 454.017 461.331 492.768 522.055 480.780

段ボール 344.322 346.974 339.238 332.384 316.459

古布 122.562 131.150 113.469 117.048 107.964

牛乳パック 1.515 2.519 0.902 0.366 1.387

その他雑紙 118.588 103.780 61.847 2.723 0.775

合計 1,725.662 1,702.833 1,597.845 1,500.050 1,349.375

86 86 87 87 87

資料：市データ

項目＼年度

回収量
（ｔ/年）

登録団体数（団体）
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    d.あき缶圧縮機の貸し出し 

まちの美化活動やごみの減量化・資源の有効利用に関する活動を自主的に行っている

市民団体等に、あき缶圧縮機（２台）を貸し出している。 

あき缶圧縮機の貸し出し期間は、原則として１回、１台につき１週間以内としている。 

 

    e.資源ごみの分別収集 

昭和 46 年 12 月から資源ごみの分別収集を開始し、令和７年３月現在では、缶・ビン

類、ペットボトル及びプラスチック製容器包装の３区分４品目に拡充し分別収集してい

る。 

 

   ② ごみ発生・排出抑制の検討機関 

    a.高石市廃棄物減量等推進審議会の設置 

高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例（平成 12年４

月１日施行）に基づき一般廃棄物の減量及び適正処理に関する基本的事項について調査

及び審議をしている。 

審議会の構成は、学識経験者、公共的団体の代表者、事業者の代表者及び関係行政機

関の職員の中から市長が委嘱し、委員 15名以内で組織され、一般廃棄物の減量化及び再

資源化の推進に関する事項、一般廃棄物の適正処理に関する事項及びその他市長が必要

と認める事項について審議する。任期は２年としている。 

 

    b.高石市廃棄物減量等推進員の設置 

高石市廃棄物減量等推進員設置要綱（平成 12年４月１日施行）に基づき、推進員を設

置している。推進員は 100名以内とし、任期は２年としている。 

 

【主な活動内容】 

①地域におけるごみの減量化及び再資源化の推進ならびにごみの適正排出等の指導及

び啓発に関すること。 

②ごみの不法投棄防止及び環境美化推進のための市への協力等に関すること。 

③ごみの減量化推進のための市の施策への協力及び研修会等への参加に関すること。 

④ごみの減量化及び再資源化の推進に関する意見、要望等の提出及び情報の提供に関

すること。 

⑤前各号に掲げるものの他、ごみの減量化及び環境美化等の推進に関すること。 
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（３）ごみ分別排出・収集・運搬システム 

① 家庭系ごみ 

無料普通ごみ処理券配付枚数を表 2-2-4 に、家庭系ごみ排出区分別の実績推移を図

2-2-2に、ごみ分別排出・収集・運搬を表 2-2-5に示す。 

普通（可燃）ごみ、資源ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみの４分別となっており、資源ご

みは、缶・ビン類、ペットボトル及びプラスチック製容器包装の３区分４品目となって

いる。 

普通（可燃）ごみの収集は、平成 25年４月から「一部従量制度」を実施しており、ご

み袋（無色透明または白色半透明袋）に普通ごみ処理券（シール：15L 券）を 15L 袋以

下は１枚、30L袋は２枚、45L袋（最大）は３枚を貼り付け、戸別排出している。普通ご

み処理券は、世帯構成人員に応じた枚数を毎年無料配付しており、不足分は有料普通ご

み処理券（15L券：30円/枚）を購入する。なお、余った無料普通ごみ処理券は、トイレ

ットペーパーやごみ袋等の日用品と交換している。 

また、資源ごみ及び不燃ごみは、無色透明または白色半透明袋による戸別排出であり、

ごみ処理券は不要である。資源ごみは、「缶・ビン類」、「ペットボトル」及び「プラスチ

ック製容器包装」の種類別に袋に入れ、不燃ごみは「不燃ごみ」と表示し排出している。 

さらに、粗大ごみは、平成 19年１月から電話申込制による戸別排出の有料収集を行っ

ている。粗大ごみの手数料は、種類や大きさにより 300 円、600 円、900 円、1,200 円、

1,500円の５種類となっており、粗大ごみ処理券（300円券）を購入し、必要な枚数を貼

り付けて排出している。 

次に、排出頻度は、普通（可燃）ごみは２回／週、資源ごみ及び不燃ごみは２回／月

（ペットボトル及びプラスチック製容器包装は２～３回／月で設定）とし、収集・運搬

は、普通（可燃）ごみ、資源ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみを委託収集している。 

なお、家の片づけ、引越しや大掃除及び植木の剪定等に伴って発生する臨時的なごみ

や多量のごみを排出する場合は有料で収集しており、収集運搬料金とは別に、組合での

ごみ処分手数料が必要となっている。また、ごみの直接搬入については、「一般廃棄物搬

入申請書」が必要であり、処分手数料は 10kgにつき 150円である。なお、令和８年８月

から 50kgまで一律 900円、50kgを超える場合は 10kgごとに 180円加算になる。 

表 2-2-4 無料普通ごみ処理券配付枚数 

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和１０ 令和１１

 １人 105 105 105 102 102 102 102 102 102 102

 ２人 207 201 195 189 183 183 183 183 183 183

 ３人 261 255 249 240 231 231 231 231 231 231

 ４人 282 276 267 258 249 249 249 249 249 249

 ５人 309 300 291 282 273 273 273 273 273 273

 ６人 369 360 348 336 324 324 324 324 324 324

 ７人以上 429 417 405 390 375 375 375 375 375 375

資料：市データ

世帯構成
年度あたり配付枚数（枚）
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
委託収集分 7,879.10 7,745.98 7,386.85 6,905.78 6,951.17
直接搬入分 144.04 153.61 89.01 52.49 53.29

　　資源・不燃ごみ 1,129.39 1,245.79 1,181.69 1,092.94 1,056.42
委託収集分 173.03 170.46 141.63 138.27 142.95
臨時分 155.44 159.91 150.85 156.01 145.55
直接搬入分 445.47 414.24 423.25 395.33 420.04

9,926.47 9,889.99 9,373.28 8,740.82 8,769.42合計

　　普通(可燃)ごみ

　　粗大ごみ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

注）平成 29 年度より直接搬入ごみ及び臨時ごみ（粗大）の計量を家庭系・事業系に分けて計量している 

（従前は全て事業系で計量）。 

 

図 2-2-2 家庭系ごみ排出区分別の実績推移 
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表 2-2-5 ごみの分別排出・収集・運搬 

項目 排出区分 排出品目 排出頻度 排出容器等 排出方法 収集方式 収集運搬形態 収集運搬車両 

収集するごみ 普通（ 可燃）

ごみ 

生ごみ類（料理くず、残飯、茶殻、卵のからなど）、木く

ず類（割り箸、鉛筆、剪定枝など）、皮革類（靴、かばん

など）、プラスチック類（CD・DVD・ブルーレイ、テープ、

歯ブラシなど）、その他（ふとん、ぬいぐるみ、おむつな

ど） 

 

週２回 ◎平成 25 年３月 31 日まで 

無色透明または白色半透明の袋 

◎平成 25 年４月１日以降 

無色透明または白色半透明袋に普通ごみ処理券

（シール：15L 券）を貼付。（15L 袋以下：１枚貼付、30L

袋：２枚貼付、45L 袋（最大）：３枚貼付） 

世帯構成人数に応じて無料普通ごみ処理券を配付

（１年分）。不足分は有料普通ごみ処理券（10 枚 1 組

300 円（1 枚 30 円））を購入。 

・生ごみは水を切って、袋の口をしっかり結んで出す。 

・古紙類（新聞・雑誌・段ボール・紙パック・その他雑紙）、古布は、自治会・子供会の集団回

収または、再生資源回収業者に出す。 

・剪定ごみ、ふとんは、長さ１ｍ以内にして、45ℓ袋（処理券３枚貼付）に入れて口をヒモ等で

くくりつける。 

・てんぷら油などは、新聞紙にしみこませるか、凝固剤で固めて出す。 

・タバコの吸い殻は、必ず火が消えたことを確認する。 

・オムツ、ストーマ用装具は、処理券を貼らずに「オムツ」と表示して出す。（無料回収）。 

 

戸別収集 委託 （委託） 

２ｔパッカー車 

：20 台 

２ｔダンプ車：７台 

軽ダンプ車：４台 

軽パッカー車 

：１台 

 

資源ごみ 缶・ビン類（アルミ缶、スチール缶、スプレー缶、缶詰め

の缶、透明ビン、茶色ビン、その他ビン） 

月２回 無色透明または白色半透明の袋 

 

・中身を出して（使い切って）水洗いをしてから、袋に入れる。 

 

戸別収集 委託 

ペットボトル（飲料及びしょうゆ等のペットボトル容器） 月２～３回 無色透明または白色半透明の袋 ・キャップ・ラベルを外して、水洗いしてから袋に入れる。 

 

プラスチック製容器包装（ボトル類、トレー・カップ・パッ

ク類、お菓子や食品の袋・生鮮食品のラップ・ふた・ラ

ベル・緩衝材など） 

無色透明または白色半透明の袋 

 

・食品の残りを取り除き、洗って乾かしてから袋に入れる。 

不燃ごみ せともの類（コップ、皿、茶碗、花瓶、植木鉢、土鍋な

ど） 

月２回 無色透明または白色半透明の袋 ・種類ごとに袋に入れ「不燃ごみ」と表示する。 

・電池、蛍光灯は別に出す。 

戸別収集 委託 

コップ・ガラス類（耐熱ガラス・コップ） 

 

無色透明または白色半透明の袋 

乾電池、電球・蛍光灯 

 

無色透明または白色半透明の袋 

粗大ごみ 家具・寝具類（いす、タンスなど）、金属類（フライパン、

包丁、やかんなど）、家電製品類（電子レンジ、ビデオ

デッキなど）、その他（傘、ストーブなど） 

申込制 

（有料） 

粗大ごみ処理券（300 円券）を貼付 

・手数料：品目や大きさなどにより 300～1500 円 

・小物は、無色透明または白色半透明の袋（45L 以下） 

・粗大ごみ受付センターに電話申込みをし、受付番号、収集日、手数料を確認。 

・粗大ごみ処理券（シール）を購入し、受付番号、収集日、名前、品目を記入した処理券を

貼り、収集日当日の朝７時までに出す。 

・収集個数は、１回につき６点まで。 

・われもの類や先のとがったものは、必ず厚紙等に包み「危険」と表示する。 

戸別収集 委託 

収 集 で き な い

ごみ 

 コンクリート・ブロック・瓦・土砂・スレート、流し台・洗面

台・浴槽・ふろ釜・システムキッチン・太陽熱温水器・サ

ッシ・扉・パチンコ台・パチスロ台、廃油・薬品・火薬・塗

料等の液体のもの、消火器・ガスボンベ、金庫、ドラム

缶・オイルヒーター、バイク・バッテリー・自動車部品・タ

イヤ、業務用機器、農機具、ピアノ、コピー機、医療器

具・注射器・注射針、パレット、ボーリングボール、建築

廃材など。 

－ － 

・販売店に引き取ってもらうか、専門の処理業者に依頼する。 

・建築廃材などは施行業者に引き取ってもらう。 

－ － － 

その他 臨時ごみ・ 

転宅ごみ 

家の片付け・引っ越し・大掃除や植木の剪定などによ

る多量のごみ 

（有料） 

－ 

地区別収集運搬許可業者に依頼。（有料） 

・収集運搬料金：２ｔ車１台につき 8,000 円、軽トラック１台につき 5,000 円（税別）。 

・処分手数料：２ｔ車１台につき 7,500 円（ごみ量が 1/2 以下の場合 3,750 円）、軽トラック１台

につき 1,500 円。 

 

－ 

地区別 

許可業者

に依頼 

－ 

事業系ごみ 飲食店、商店、事業所から出る事業系一般廃棄物 

可燃ごみ 

（有料） 可燃ごみ：事業系指定ごみ袋（有料） 

45L 袋：70 円/枚、70L 袋：100 円/枚 

 

資源物：市販の無色透明または白色半透明のごみ袋 

地区別収集運搬許可業者に依頼。（有料） 

・収集運搬料金： 

標準ポリ容器（45ℓ入り）２個以内月額（週２回収集）：2,000 円、１個増すごとに 500 円加算 

上記の算定基準によることが実状にそぐわないとき、２ｔ車１回につき：8,000 円（税別） 

－ 

地区別 

許可業者

に依頼 

－ 

直接搬入ごみ 家庭や事業所から出たごみ （有料） 段ボール、事業系指定ごみ袋を使用しない。 ・「一般廃棄物搬入申請書」に記入・押印し、泉北クリーンセンターへ自己搬入。（有料） 

・ごみを搬入する際は、あらかじめ分別すること。 

・ごみの持込は、1 日 1 回。 

・ごみをまとめるのに段ボール、事業系指定ごみ袋を使用しない。 

・処理手数料：搬入量 10 キログラムにつき 150 円 

・搬入時間：月曜日から金曜日（祝日を除く）午後 0 時 45 分〜午後 4 時 30 分 

直接施設搬入 自己持込 － 

その他 リチウム蓄電池 モバイルバッテリー、加熱式たばこ、スマートフォンなど  － ・絶縁処理をしたうえでリサイクル協力店・市役所窓口に持ち込む。 拠点回収 自己持込 － 

資料：高石市のごみの収集パンフレット、市ホームページ、市データ 
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② 事業系ごみ 

事業系一般廃棄物の収集運搬料金基準額及び処理手数料を表 2-2-6に、事業系ごみ排出

区分別の実績推移を図 2-2-3に示す。 

飲食店・商店・事務所等から排出される事業系ごみは、事業者が自ら責任を持って適正

に処理することになっている。 

しかし、事業者が自ら責任を持って適正に処理しにくい場合は、ごみを分別した上で、

泉北クリーンセンターに直接持ち込む（直接搬入ごみ：有料）、または、ごみを分別した

上で、市の許可を受けた地区別収集・運搬業者に収集を依頼して排出する（有料）。 

また、平成 21 年１月に「泉北環境整備施設組合ごみ処分手数料に関する条例」の全部

が改正され、組合構成市（泉大津市、和泉市、高石市）の収集運搬許可業者が収集する事

業系ごみ（商店や事務所、工場等すべての事業活動に伴って排出される一般廃棄物）につ

いては、指定ごみ袋（有料）による排出が義務づけられた。 

なお、令和８年８月から直接搬入の料金及び指定袋の価格が改定される（表 2-2-6）。 

 

表 2-2-6 事業系一般廃棄物の収集運搬料金基準額及び処理手数料 

2,000円

１個増すごとに500円加算

上記の算定基準によることが実状にそわないとき

小型自動車（積載量２ｔ車）１回につき 8,000円

小型自動車（積載量２ｔ車）１回につき 8,000円

軽自動車（貨物）１回につき 5,000円

指定ごみ袋（45L袋）１袋につき 70円

指定ごみ袋（70L袋）１袋につき 100円

２ｔ車１台につき（ごみの量が1/2以下の場合） 7,500円（3,750円）

軽トラック１台につき 1,500円

直接搬入ごみ 一般廃棄物搬入申請書を提出 搬入量10kgごとに150円

指定ごみ袋（45L袋）１袋につき 80円

指定ごみ袋（70L袋）１袋につき 120円

２ｔ車１台につき（ごみの量が1/2以下の場合） 9,000円（4,500円）

軽トラック１台につき 1,800円

直接搬入ごみ 一般廃棄物搬入申請書を提出
搬入量50kgまで一律900円

50kgを超える場合：
10kgごとに180円

処分手数料
（組合）

可燃ごみ

（税込）臨時ごみ

令和8年8月からの料金改定

（税込）

（税別）

標準ポリ容器（45L入り）２個以内月額（週２回収集）

可燃ごみ

臨時ごみ

収集運搬
料金基準額

定期処理

臨時処理

処分手数料
（組合）
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
委託収集分 3,816.07 3,846.34 3,893.47 4,041.72 3,682.98
直接搬入分等 780.59 697.35 624.75 601.31 583.39

　　資源・不燃ごみ 0.65 1.15 0.38 0.62 2.71
委託収集分 135.94 60.43 75.02 88.43 64.75
直接搬入分等 57.70 59.19 53.67 76.62 49.13

4,790.95 4,664.46 4,647.29 4,808.70 4,382.96

　　普通(可燃)ごみ

合計

　　粗大ごみ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

注）平成 29 年度より直接搬入ごみ及び臨時ごみ（粗大）の計量を家庭系・事業系に分けて計量している 

（従前は全て事業系で計量）。 

 

図 2-2-3 事業系ごみ排出区分別の実績推移 
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（ｔ/年）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
1,725.66 1,702.83 1,597.85 1,500.05 1,349.38

14,717.42 14,554.45 14,020.57 13,549.52 13,152.38
16,443.08 16,257.28 15,618.42 15,049.57 14,501.76合計

　　有価物集団回収

　　排出ごみ（家庭系＋事業系）

（４）ごみ総排出量のまとめ 

ごみ総排出量の実績推移を図 2-2-4に示す。 

令和２年度～令和６年度の過去５年間における現状ごみ処理システムは、減量化・資源

化システム、分別排出・収集・運搬システム、中間処理システム及び最終処分システムの

各システムにおいて、施策の継続及び実施または廃止や施設の適正な運転等による実績で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-4 排出形態別ごみ量の実績推移 
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（５）中間処理ごみシステム（組合） 

中間処理施設の概要を表 2-2-7に示す。 

昭和 39 年８月に全連続燃焼式焼却炉（150ｔ/24ｈ×２基）が完成（１・２号炉）し、

その後、昭和 48年３月に全連続燃焼式焼却炉（150ｔ/24ｈ×１基）が完成（３号炉）し、

さらに昭和 53 年３月に全連続燃焼式焼却炉（150ｔ/24ｈ×１基）が完成（４号炉）する

ととともに、昭和 39年から稼働していた２号炉（150ｔ/24ｈ×１基）を廃止した。 

また、昭和 57年６月に粗大ごみ処理施設（50ｔ/５ｈ×１基）を設置し、８月には資源

ごみ小型選別処理施設の運転を開始したが、平成 28 年２月に資源ごみ小型選別処理施設

を廃止し、平成 28年４月から資源化センターの運転を開始した。 

次に、平成３年３月には全連続燃焼式焼却炉（150ｔ/24ｈ×１基）が完成（５号炉）し

たことにより、昭和 39年から稼働していた１号炉（150ｔ/24ｈ×１基）を廃止した。 

さらに、平成 15 年３月に全連続燃焼式焼却炉（150ｔ/24ｈ×２基）が完成（１・２号

炉）し、昭和 48年から稼働していた３・４号炉及び昭和 57年から稼働していた粗大ごみ

処理施設を廃止し、粗大ごみ処理施設（40ｔ/５ｈ）、発電設備及び灰溶融設備（60ｔ/日

×２基）を設置した。なお、灰溶融設備（60ｔ/日×２基）については、温室効果ガスの

排出削減及び維持管理コストの削減を図るため、平成 23 年３月に廃止しており、５号炉

は組合構成市のごみ減量化・リサイクルの推進により可燃ごみ搬入量が減少していること

から、５号炉ピットを１・２号炉の予備ピットとして改修し、従前の３炉運転から２炉運

転に縮小することにより、維持管理コストの削減を図るため、平成 25 年度から休止して

いる。 

表 2-2-7 中間処理施設の概要 

施設名称 泉北環境整備施設組合　泉北クリーンセンター

所 在 地 和泉市舞町87番地

土地面積 42,407.38㎡

ごみ焼却施設 ごみ焼却施設 ごみ焼却施設

１号炉 ２号炉 ５号炉（休止）

延床面積 8,897.39㎡ 3,182.13㎡

竣工年月 平成15年３月 平成３年３月 平成28年３月

処理方式 併用設備 全連続燃焼式炉 磁選機付手選別

処理規模 150ｔ/24ｈ 150ｔ/24ｈ 40ｔ/５ｈ 150ｔ/24ｈ 25ｔ/５ｈ

その他施設 　計量棟　　　87.59㎡　　ストックヤード等他　436.59㎡

　管理棟　2,053.60㎡

設備概要 ※排ガス処理設備 ※不燃粗大ごみ ※排ガス処理設備 ※処理能力　　25ｔ/５ｈ

　　２段バグフィルター×２基 処理設備 　　電気式集塵機 缶/ビンライン　17ｔ/５ｈ

　　（１段）51,000㎥/ｈ　ろ布414本 　　高速衝撃剪断 →湿式洗浄装置 プラ容器ライン　8ｔ/５ｈ

　　（２段）54,000㎥/ｈ　ろ布546本 回転式 →バグフィルター

※発電設備 　　22ｔ/５ｈ 装置 スチール・アルミ

　　単気筒横置多段衝動式タービン ※可燃粗大ごみ ※ごみピット容量 プレス機

　　出力：9,300kW 処理設備 　　容量：4,600㎥ 容器包装プラ

※余熱利用設備 低速２軸回転式 圧縮梱包機

　　18ｔ/５ｈ H25から運転休止 ペットボトル

※集合煙突（１・２・５号炉）　　高さ：89ｍ 圧縮梱包機

※ごみピット容量：8,333㎥

※緑地緩衝帯：7,263.79㎥

資料：令和６年度　組合事業概要

資源化センター
（エコトピア泉北）

施設区分 粗大ごみ処理施設

25,967.08㎡

　温水プール（サン燦プール）へ温水送水

平成15年３月

全連続燃焼式焼却炉（ストーカ式）
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①  ごみ焼却施設 

焼却処理施設の稼働実績の推移を図 2-2-5に示す。 

家庭系・事業系の可燃ごみ等を焼却処理し、発生したガスは、公害防止機器により有害

物質・有害ガスの除去を行っている。 

また、焼却炉で発生した熱を利用して、ボイラーで高温・高圧の蒸気を作り、センター

内の冷暖房・給湯用や隣接するプールへの温水供給を行うとともに、蒸気タービンによる

発電によりセンター内の電力を賄うとともに、余剰電力については公共施設へ供給してい

る。 

焼却処理後の処理残渣として、平成 23 年３月までは灰溶融処理施設の稼働により、燃

えがら、溶融固化灰、溶融不適物、溶融スラグ及び溶融メタルの５種類の残渣があったが、

現在では燃えがら及び固化灰となっている。 

 

資料：令和２～令和６年度実績　組合事業概要　

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

焼却処理量 83,301.30 82,147.96 80,322.02 77,301.74 75,687.38

処理残渣等 11,642.12 10,468.64 9,998.13 9,490.59 8,874.01
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図 2-2-5 焼却処理施設の稼働実績の推移（組合） 
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② 粗大ごみ処理施設 

粗大ごみ処理施設の稼働実績の推移を図 2-2-6に示す。 

粗大ごみは可燃性と不燃性のそれぞれを分類して処理を行っている。 

粗大ごみの可燃性は、破砕処理をして可燃物と不燃物に分類され、可燃物はごみ焼却処

理施設、不燃物は粗大ごみの不燃性へ搬入し処理している。 

また、粗大ごみの不燃性は、破砕処理、磁選処理及び粒度選別処理を経て、アルミ、鉄

類に分類した処理を行っている。 

 

資料：令和２～令和６年度実績　組合事業概要　

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

リユース品 0.09 0.41 0.63 0.79 0.79

処理困難物 8.21 2.16 1.27 2.49 3.51

可燃物 4,226.38 3,845.95 3,874.65 3,694.57 3,545.65

破砕資源化物 654.20 631.31 571.92 503.96 451.93
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図 2-2-6 粗大ごみ処理施設の稼働実績の推移 
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③ 資源化センター 

資源化センターの稼働実績の推移を図 2-2-7に示す。 

缶・ビン類は破袋機に投入し、不適物（ビニール袋）、スチール缶、アルミ缶、白・茶・

その他のビン及び残渣に選別処理を行い、この内、スチール缶及びアルミ缶は、缶プレス

機に通して成形処理を行っている。 

 

資料：令和２～令和６年度実績　組合事業概要　

資料：令和２～令和６年度実績　組合事業概要　

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ガレキ 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00

ガラス・陶磁器屑 1,193.94 1,160.66 1,201.03 965.92 887.49

容器包装プラ 1,172.20 1,236.68 1,172.59 1,190.64 1,255.30

生ビン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

その他カレット 94.39 101.76 87.11 72.00 81.11

カレット 509.91 519.11 463.94 480.11 450.36

スチール缶 481.92 428.22 402.85 359.26 342.55

アルミ缶 299.05 281.06 248.12 236.63 244.17

白色トレイ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ペットボトル 793.96 829.92 832.06 843.25 819.39

蛍光灯 7.78 6.93 5.46 4.59 4.54

乾電池 40.46 79.55 45.32 39.44 41.09

古紙 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

可燃物 1,187.50 1,198.43 1,134.40 1,118.37 1,038.69
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1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000
（ｔ/年）

 
図 2-2-7 資源化センターの処理量の推移 

 

 



 

28 

（６）最終処分ごみシステム（組合） 

組合の松尾寺山最終処分場の概要を表 2-2-8、大阪湾広域臨海環境整備センター神戸沖、

大阪沖埋立最終処分場の概要を表 2-2-9、最終処分場施設の埋立実績の推移を図 2-2-8 に

示す。 

埋立処分先は、松尾寺山最終処分場及び大阪湾広域臨海環境整備センターの神戸沖、大

阪沖埋立処分場の２カ所あり、それぞれ処理残渣等を埋立処分している。 

 

表 2-2-8 松尾寺山最終処分場の概要 

施設名称 泉北環境整備施設組合　松尾寺山最終処分場

所在地 和泉市松尾寺町1876番地

埋立場所 山間

埋立対象ごみ 焼却残渣（主灰、固化灰）、ガレキ

竣工年月 平成５年３月

敷地面積 48,471ｍ2

埋立面積 29,388ｍ2

埋立可能容量 410,430ｍ3

埋立方法 準好気性埋立（サンドイッチ方式）

浸出水処理方式 凝集沈殿　生物処理(脱窒なし）

管理方式 委託

資料：令和６年度　組合事業概要  
 

表 2-2-9 大阪湾広域臨海環境整備センター神戸沖・大阪沖の概要 

大阪湾広域臨海環境整備センター　（平成30年3月変更認可）

神戸沖埋立処分場 大阪沖埋立処分場

所在地 神戸市東灘区向洋町地先 大阪市此花区北港地地先

埋立面積 88ｈａ 95ｈａ

埋立容量 1,500万ｍ3 1,400万ｍ3

一般廃棄物 720万ｍ3 590万ｍ3

産業廃棄物・
　　災害廃棄物

620万ｍ3 530万ｍ3

陸上残土 160万ｍ3 280万ｍ3

浚渫土砂 0万ｍ3 0万ｍ3

土地利用及び規模
88ｈａ（港湾ゾーン：69ｈａ、都市ゾーン：0ｈａ、
　　　　環境ゾーン：19ｈａ）

95ｈａ（港湾ゾーン：78ｈａ、都市ゾーン：0ｈａ、
　　　　環境ゾーン：17ｈａ）

資料：大阪湾広域臨海環境整備センターのホームページ（令和7年11月現在）

施設名称
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資料：令和２～令和６年度実績　組合事業概要　

令和２
年度

令和３
年度

令和４
年度

令和５
年度

令和６
年度

松尾寺山最終処分場 2,265.93 2,396.02 815.81 739.38 812.23

神戸沖・大阪沖埋立処分場 9,386.30 8,072.62 9,182.32 8,751.21 8,061.78

合計 11,652.23 10,468.64 9,998.13 9,490.59 8,874.01

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
（ｔ/年）

 

図 2-2-8 最終処分場施設の最終処分量の推移 
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２．基本計画のレビュー 

基本計画（令和３年３月策定）で掲げた施策内容とその取り組み状況について、点検・評

価等を表 2-2-10及び表 2-2-11に示す。 

なお、点検・評価の評価は、 

◎：計画どおり取り組んでいる。 

○：おおよそ計画どおり取り組んでいる。 

△：計画の調査・検討・調整中である。 

－：計画の見直し・再検討を要する 

としている。 

 

 



 

 

表 2-2-10 基本計画（令和３年３月策定）の施策内容、目標達成状況 

計画の具体的な方向性・施策内容 施策実施の進捗状況 点検・評価

令和６年度の状況 評価：○

・家庭系ごみ排出量（g/人日）： 　348.06（▲49％）

・事業系ごみ排出量（ｔ/日）   ：  13.7（▲46％）

評価：○

評価：○

評価:△

評価:△

評価：◎

評価：○

評価:△

評価：○

 　組合で子供服のリユースを行っている。

評価：◎

評価：○

評価：○

 　補助件数は上昇傾向である。

 　実施団体数はほぼ横ばいで推移している。人口減少・
高齢化による担い手不足により、回収量は全体的に減少
している。

 　不法投棄防止の看板（貸出）や公用車による不法投棄
防止パトロールの強化、市民へのＰＲ活動を行っている。

○　ごみ減量化・資源化に関する情報発信等システムの
　　構築

○　職員の減量意識の徹底

 　庁内で不用となった紙類について、焼却処理を行うの
ではなく、溶解処理を実施している。  　左記の施策等により、一定の成

果をあげている。

 　「広報たかいし」、チラシ、ポスターを用いて食品ロス削
減の啓発を行っている。

○　食品ロスの削減の啓発

 　排出管理と指導の徹底により、
事業系ごみ量は過去５年間では減
少している。

⑦　行政のリサイクル実践行動

○　公共施設で不用となった文書類等の溶解処理の促進

○　学校給食等の生ごみリサイクルの検討

○　公園等の剪定枝の活用の検討

　・多量排出事業所の立入検査実施の検討

○　家庭系ごみ排出への混入防止の指導強化

○　許可業者等と連携した資源分別収集システムの形成

○　食品ロスの削減の実施

 　令和２年度から令和６年度まで合計127台の購入補助
を行った。

 　「広報たかいし」、ホームページ等において、食品ロス
削減、水切りの徹底についての啓発を行っている。

⑥　事業系ごみの排出管理と指導の徹底

○　事業系ごみ排出実態の継続的把握

○　多量排出事業者に対する減量指導の強化

　・多量排出事業者対象者の見直しと減量計画書提出の
　　徹底化

 　市の条例で定める多量排出事業者（月５ｔ以上）に対し
て、年１回「事業系一般廃棄物の排出の抑制及び再利用
並びに適正処理に関する計画書」を提出させ、事業系一
般廃棄物の処理について指示、指導を行っている。

⑤　家庭における生ごみ減量化の推進

○　有価物集団回収奨励金交付制度の啓発の強化

○　生ごみの水切りの徹底についての啓発

○　家庭用生ごみ処理機等購入補助制度のＰＲ及び啓発
　　 の充実

　・廃棄物管理責任者への減量指導の強化

 　一定の成果をあげているが、回
収量が減少している。

④　不用品等のリユースの促進

○　イベント会場でのフリーマーケットの開催

○　リユース品交換会の実施

○　幅広い層に向けたリユースに関する広報

 　一部従量制による普通（可燃）
ごみの減量効果が継続している。

 　組合の泉北環境クリーンフェスティバルにおいて、フ
リーマーケットを開催している。

 　引き続き有効的かつ効率的な施
策の検討を行っていく必要がある。

○　分別収集計画の見直し

 　平成28年度に「プラスチック製容器包装」の分別収集
を開始してから、年々回収量が増加しており、令和６年度
には555t/年を回収している。

③　有価物集団回収システムの拡充

 　普通（可燃）ごみ収集の一部従量制実施前の平成24
年度と比較し、普通（可燃）ごみ量の原単位（g/人・日）が
年々減少し、令和６年度では約30％減少している。

○　一般廃棄物収集運搬業許可業者との連絡協力・連携

②　分別排出区分の拡充と資源化拡大

○　国の方向性に合わせた分別排出区分の見直し  　資源化拡大に向けた取り組みを
推進している。

 　毎月、市内各駅の周辺でごみのポイ捨て防止、ごみの
不法投棄防止などの啓発事業を実施している。

 　左記の防止対策を講じている
が、一部で不法投棄されている。

○　ボランティアによる清掃ごみの回収

○　不法投棄に対する法律の罰則規定の周知と取り締ま
　　 りの徹底強化・追跡調査の対応を検討

 　搬入されたスプリング入りマットレス等については、組
合による処理ルートが確立されている。

　
1
　
循
環
型
地
域
経
済
シ
ス
テ
ム
の
構
築

(2)ごみの発生・排出を
　 抑制する具体的取り
 　組みの推進

①　家庭系普通（可燃）ごみの一部従量制の継続実施

○　一部従量制の実施状況及び効果についての点検・評
　　価及び公表

 　概ね適正処理が行われている
が、一部で不法投棄されている。

④　環境美化の推進・不法投棄の防止

○　環境美化キャンペーン活動の実施

○　不法投棄防止の看板の設置

○　「環境美化・不法投棄防止」のマグネットパネルを貼付
　　 した公用車のパトロール巡回

 　「広報たかいし」、ホームページ等において、ごみ減量
化、資源化に関する情報を発信している。

 　また、家庭系ごみ、事業系ごみの減量化、資源化の事
例調査や研究にも取り組んでいる。

 　左記の支援等により、一定の成
果をあげている。

③　適正処理困難物の処理促進

○　適正処理困難物の周知と処理ルートの確立

 　「広報たかいし」、ホームページ、「高石市ごみの収集」
等において、周知・徹底を図っている。

 　左記の啓発等により、一定の成
果をあげている。

②　ごみ減量関連事業の支援

○ 家庭系ごみ・事業系ごみの減量化・資源化の事例調
　　査・研究

○　ごみ処理・処分施設の情報提供

○　ＰＲ・啓発事業・リサイクル等のマグネットパネルを貼付
　　したパッカー車の収集

○　食品ロスやプラスチックごみ削減に向けての啓発活動

 　平成12年度実績に対するごみ量
の削減目標に対して、目標年度前
年度においていずれも達成に近づ
いている。

 　定期的に「広報たかいし」でごみ減量・リサイクル・食品
ロスに関する記事を掲載し、ホームページ等においても
啓発を行っている。

 　組合ホームページにおいて、施設の維持管理状況等
を毎年公開している。

(1)啓発活動・環境教
 　育による意識改革
 　の推進

①　ＰＲ・啓発事業・リサイクル教育の充実

○　環境教育の推進

○　ＩＴを活用した啓発

計画の方向性・基本目標

　ごみ減量化目標 平成12年度を基準年度とし、令和６年度～令和17年度の減
量化目標を設定した。

・家庭系ごみ・事業系ごみ排出量：▲50％
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表 2-2-11 基本計画（令和３年３月策定）の施策内容、目標達成状況 

計画の具体的な方向性・施策内容 施策実施の進捗状況 点検・評価

評価：○

評価：○

評価：○

 　今後も継続して取り組んでいく。

評価：○

 　今後も継続して取り組んでいく。

評価：○

 　今後も継続して取り組んでいく。

評価：○

 　今後も継続して取り組んでいく。

評価：○

 　今後も継続して取り組んでいく。

評価：○

評価：○

 　今後も継続して取り組んでいく。

評価：○

 　今後も継続して取り組んでいく。

評価：○

 　今後も継続して取り組んでいく。

評価：○

評価：○

評価:△

評価：○

評価：○

○　高石市廃棄物減量等推進員による地域への周知徹
　　　底

○　未分別ごみへの注意シールの添付

　・パートナーシップによる取り組み実践のための計画づ
 　  くり

②　緊急時におけるごみ処理の相互支援の協議及び協定
　　 締結

 　市民、事業者の役割について
は、徐々に浸透しつつあるが、引き
続き、あらゆる機会を通じて啓発活
動を続ける必要がある。

 　ごみ減量等推進員を委嘱し、地域市民への啓発・指導
等の協力活動を行なっている。

 　泉北クリーンセンターにおいて、市内で排出されたご
みの組成分析を実施し、市民に対してごみの適切な排出
を求めている。

 　委託業者による未分別ごみへ注意シールの貼付を
行っている。

 　左記の施策等により、一定の成
果をあげている。

○　環境に配慮した災害廃棄物の処理

○　環境負荷の少ない収集車の導入

④　地域ボランティアによる廃棄物管理

 　平成29年4月より「プラスチック製容器包装」の分別収
集回数を増やした。

①　ごみ排出ルールの遵守・指導徹底

○　ごみの分別と出し方の周知徹底の継続

○　転入者・ワンルームマンション居住者等自治会未加入
　　　者・外国人居住者に対するごみの分別と出し方の周
　　  知徹底の継続

②　収集運搬体制の効率化及びごみ収集サービスの向上

○　リサイクルと適正処理に適した収集体制の確立

計画の方向性・基本目標

 　「高石市ごみの収集」を全世帯に配付するとともに、広
報紙やホームページ等でも周知・徹底している。

　
2
　
循
環
型
廃
棄
物
処
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築

(1)適正なごみ排出・効
　  率的なごみの収集
 　 ・運搬

 　左記の施策等により、一定の成
果をあげている。

③　収集作業環境の向上

○　分別排出の徹底等による収集作業員の安全確保

○　委託業者との定期的な会議の開催

定期的な会議開催等、委託業者と連携し収集作業環境
の向上を図っている。

 　自治会やボランティア団体、廃棄物減量等推進員等と
の連携に努めている。

(2)施設整備・適正管
 　 理の遵守（組合）

①　ごみ焼却処理施設の適正な管理の推進

○　ごみ焼却施設の維持管理の徹底

○　地域ボランティアの育成、組織化

○　組合と組合構成市の協力によりごみ焼却施設の延
　　 命化を図る。

②　資源化センター、啓発施設の適正管理と運営

○　資源化センターの維持管理の徹底

○　市民が積極的に利用できる啓発機能の充実

○　エネルギーの有効活用及び周辺の環境に配慮した
　　 ごみ焼却施設の運転管理

③　最終処分場の適正な管理の推進

○　松尾寺山最終処分場施設の延命化

○　ごみ減量化・資源化による最終処分量の削減

(3)緊急時のごみ処理
 　対策

①　事前の対策

○　災害廃棄物処理計画の策定の検討

 　高石市地域防災計画（令和7年4月改定）において、対
応方策を検討している。

○　廃棄物処理施設の防災体制の整備

③　災害時の的確かつ迅速な対応

○　広域的連携の強化

○　近隣自治体、処理業者、関連諸団体等との相互支
　　 援体制の維持

○　近隣自治体との連携強化

○　震災等災害時の相互応援・支援体制の拡充

 　地域防災計画に基づき、広域的連携の強化、周辺自
治体との連携強化、震災等災害時の相互応援、支援体
制の構築に取り組んでいる。

④　環境に配慮した復旧

○　広域的連携の強化

 　環境に配慮した迅速な災害廃棄物の処理方法等を調
査、研究している。

　
3
　
循
環
型
廃
棄
物
マ
ネ
ジ
メ
ン
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シ
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ム
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築

①　市民・事業者・行政の協働の推進  　市民、事業者に対して、ごみの減量化、資源化に関す
る啓発活動を行っている。○　市民・事業者・行政の共通的な役割

　・違法な処理・処分に的確に対応する指導体制の強化

　・自らの活動に伴う環境保全対策の実施

②　廃棄物処理事業に係る行政サービスの向上・見直し

○　組合との連携・協力

 　令和７年８月よりリチウム蓄電池等の拠点回収を開始
し、行政サービスの向上を図っている。○　廃棄物減量推進員へのアンケート調査の検討

 　本市や組合に関する情報について、広報紙やホーム
ページなどを通じ情報公開を行うとともに、パブリックコメ
ント等による市民の意見を求めている。

 　環境省の「一般廃棄物会計基
準」等の活用も検討する必要があ
る。

④　情報公開の推進

○　情報の提供と広範な意見募集活動の継続

③　一部事務組合との連携  　組合や他の組合構成２市と定期的な連絡会や意見交
換等を行っている。  　組合及び組合構成市との連携、

協力が図られている。

 　平成28年度に「プラスチック製容器包装」の分別収集
を開始し、分別方法について「広報たかいし」、「高石市
ごみの収集」、ホームページ等で周知を行っている。

 　不法投棄防止の看板（貸出）や公用車による不法投棄
防止パトロールを強化している。
 　「広報たかいし」、ホームページ等で、無許可業者への
排出抑制のための啓発を行っている。

(2)進捗状況管理の
 　 確立

①　ごみ処理に関する「共通目標」の設定と認識  　広報紙等でごみの減量・再資源化に向けた啓発を
行っている。○　ごみ処理に関する「共通目標」の設定・周知

⑤　コスト管理の検討

○　廃棄物に係るコスト管理導入に向けた調査・研究

②　ＰＤＣＡサイクル手法管理の構築  　ＰＤＣＡサイクルに基づき、一部の事業について行政評
価等による事後評価を行っている。○　ＰＤＣＡサイクル手法管理の導入に向けた調査・研究  　一部事業でPDCAサイクル手法

を取り入れている。

(1)計画推進体制の
 　強化

　・廃棄物減量推進委員等と連携したごみ減量のための
  　 実践行動

○　行政の役割

　・ごみ処理行政の着実な実施と廃棄物減量等推進審議
 　  会の運営

　・分別収集の実施、市民への周知

　・リユース品交換会の実施

　・公共事業をはじめとする公共的物資について、環境に
 　  配慮した製品やサービスを積極的に採用する等の配
 　  慮

　・市民の参加意識を高めるような普及啓発

 　国や大阪府が毎年公表する一般廃棄物処理事業実
態調査結果等を調査している。

 　また、一部の事業については、行政評価等による事後
評価を行っている。

 　環境省の「一般廃棄物会計基
準」等の活用も検討する必要があ
る。

 　減量化目標を設定し、減量が実
現している。
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３．現状ごみ処理システムに係る課題点・留意点 

（１）ごみ処理・処分主体システム 

 

 

本市は、一般廃棄物の収集・運搬の事務を担当しており、組合は中間処理及び最終処

分を担当していることから、市のごみ収集・運搬量と組合の中間処理ごみの搬入量との

整合をはじめとする、減量化・資源化施策や収集・運搬施策の実施に際し、必要に応じ

て組合構成市と組合で調整する必要がある。 

 

（２）ごみ減量化・資源化システム 

 

 

平成 25年４月から実施した家庭系普通（可燃）ごみ収集の一部従量制により、普通（可

燃）ごみ量は減少傾向を継続している。この排出抑制効果等を今後も持続させ、かつ資

源のさらなる回収を図るために、４Ｒの市民への周知・徹底を図る必要がある。 

戸別排出における資源物の収集が定着している状況の中で、より一層のごみ減量化を

行うために、生ごみを出さない食品ロス対策について検討するとともに、広報紙を通じ、

生ごみ減量の説明と併せ、生ごみ処理機のＰＲ等を行う。 

また、令和２年７月に開始したレジ袋有料化に伴い、これまでマイバッグの定着が難

しい状況にあったコンビニにおいても有料化直後から辞退率が 70％を超え、国の目標削

減率（約６割）を上回り、日本フランチャイズチェーン協会では令和６年に「レジ袋辞

退率 70％以上を維持する。」と目標の改定を行っている。また、日本チェーンストア協

会によると全国のスーパーにおけるレジ袋辞退率は令和３年度には 80％を超えている。

本市においても、マイバッグの促進に向けて引き続きこの傾向を維持していくことに努

める。 

なお、有価物集団回収活動については、更なる制度の普及を図るほか、環境教育や地

域活性化への波及効果についても具体的に啓発していく。 

 

 

 

近年、容器包装等の材質が、生産者及び消費者のニーズにより、軽い容器包装（ペッ

トボトルや紙製容器等）に移行しつつある。 

ごみの資源化を推進していくためには、複雑・多様化していく市民のライフスタイル

に合わせて、市民の誰もが参加できるように、有価物集団回収、店頭回収、リサイクル

ショップの活用等の多様な資源回収システムの拡充が求められている。また、これらの

システムを円滑に推進していくために、市民・事業者・行政がそれぞれの責任・役割・

連携を明確にしていくことが求められている。 

 

 

①家庭系ごみの発生・排出抑制の推進 

②資源物の回収システムの充実 

市の事務と組合の事務の協働・連携 
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（３）ごみ分別排出・収集・運搬システム 

 

 

家庭系ごみの中で、容積比約６割（環境省の容器包装廃棄物の実態調査（令和４年度））

を占める容器包装ごみのリサイクルは、更なる取り組みが必要である。「容器包装リサイ

クル法」は容器包装ごみのリサイクルと、その分別収集に当たっての、排出区分や収集

方法等を「分別収集計画」として定め、計画的に実行することが求められている。 

本市では既に、缶・ビン類、ペットボトル、プラスチック製容器包装の分別収集を行

っており、市民等への周知徹底を図るとともに、効率的な収集運搬システムを整備して

いく必要がある。 

なお、国では「プラスチック資源循環促進法」の施行によりプラスチック製品廃棄物

の分別収集・資源化を求めていることから、今後、組合及び構成市とともに国の方向性

に沿った分別のあり方について検討し、実施していく必要がある。 

 

 

 

収集車１台当たりの収集エリア、収集ルート等を考慮して、効率的な収集・運搬体制

の構築を図る必要がある。 

その際、市民サービスのレベルを維持しつつ、より経済的・効率的な収集ができるよ

う精査・検討が必要である。 

また、資源物のリサイクルを推進するためには、収集後の選別・再生工程を考慮し、

収集対象品目に適した収集運搬車を整備し、資源物が汚れたり、選別しにくい形状にな

らないような積載方法等を検討する必要がある。 

 

 

 

ISO14001の認証取得等により、積極的に環境管理を進める等、事業者のごみ減量化・

環境保全に対する意識は高まりつつあるが、小規模事業所、飲食店、食品販売店等の小

売業から排出される厨芥類の資源化は、あまり進んでおらず、事業者責任による新たな

資源化システムを構築する必要がある。 

これら、小規模事業所等で発生するごみの品目は業種によって多様であり、大規模小

売業を含めたそれぞれの業種に応じたごみの発生抑制・排出抑制・資源化方法について、

引き続き啓発・指導方法を検討する必要がある。特に食品関連事業者に対しては、事業

者責任による戦略的な食品ロス対策や資源化システムの構築を要請していく必要がある。 

また、事業所で発生するごみの減量化を推進するためにも、市、学校、公民館等の公

共施設が率先して実施する必要があり、公共施設全体の職員の分別排出の徹底と分別の

拡充が求められている。 

 

②家庭系ごみの効率的な収集・運搬の実施 

①分別収集の充実による容器包装ごみの資源化の推進 

③事業系ごみ（持込ごみ含む）の発生抑制・資源化の推進 
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本市では、パソコンについてはメーカー回収としており、他の小型家電は「粗大ごみ」

として収集し、組合の粗大ごみ処理施設においてデジタルカメラ等の７品目を選別した

のち処理している。今後、小型家電の再資源化を促進するとともに市民の利便性を向上

するため、新たな回収システムを整備していく必要がある。 

 

（４）中間処理システム（組合） 

 

 

稼働中の１・２号炉は稼働開始から約 23年が経過し、重要な設備や機器について大規

模な改良事業（基幹的設備改良事業）を令和４～５年度の２か年で実施している。今後

は令和 16年度の供用開始を目指し、新施設の整備に向けた更新事業を進めることになっ

ている。新施設の整備を国の循環型社会形成推進交付金の対象事業とするには、省エネ

や発電能力の向上などＣＯ2 削減に資する機能向上や災害廃棄物処理体制の強化が求め

られていることから十分な検討が必要である。なお、組合のごみ焼却施設のうち５号炉

は休炉している。また、平成 28年４月から供用開始している資源化センターにおいては、

新たにペットボトル及びその他プラスチック製容器包装の資源化処理を行っていること

から、効率的な資源回収が行えるよう管理・運営体制を構築する必要がある。 

新施設の整備、稼働までは現有施設の適正管理が必要となる。 

 

（５）最終処分システム（組合） 

 

 

松尾寺山最終処分場は平成５年から供用開始し、約 32年経過しているが、大阪湾広域

臨海環境整備センターの神戸沖・大阪沖埋立処分場の併用により、安定的な確保と延命

化が図られている。しかし、最終処分場施設は中間処理施設とは異なり、土地・海面空

間を消費する施設であるため、松尾寺山最終処分場及び神戸沖埋立処分場を可能な限り

長期的かつ計画的に持続させるためにも、発生・排出段階によるごみの減量化・資源化

を進め、適正処理及び安定処理を継続した管理を行う必要がある。 

 

一般廃棄物最終処分場施設の安定的な確保と延命化 

中間処理施設等の適正管理と確保 

④小型家電リサイクル法への対応 
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（６）その他のシステム 

 

 

 

ごみの発生抑制、排出抑制や環境保全に対する意識が高まりつつある中で、市民・事

業者・行政が今後、どのような行動を実践するかにより、更なるごみの減量効果が得ら

れるのか、また、ライフスタイルや事業活動の中で具体的な事例とその効果等の情報交

換を行い、それぞれのごみ減量に果たす役割を自覚し、取り組んでいく必要がある。 

本市の啓発活動は、広報紙や市ホームページで実施しているが、より一層の充実・向

上を図るためにも市民の感想・意見等の反映や関係事業所等の連携・取り組みが必要で

ある。 

 

 

 

空き地等となっている公用地や私有地、道路及び公園への不法投棄防止対策や不法投

棄されたごみは、占有者または管理者が責任を持って適切な対策を講じ得る効果的な啓

発等が必要である。 

また、可燃ごみの排出区分を守らず排出する行為や、家電製品や適正処理困難物等を

投棄する行為の防止のため啓発・指導体制の強化を図る必要がある。 

さらに、「家電リサイクル法」施行に伴う家電４品目（エアコン，洗濯機・衣類乾燥機，

テレビ，冷蔵庫・冷凍庫）の不適正排出や不法投棄に対応するため、現在実施している

パトロールの拡充や広報紙、市ホームページ及び看板等による周知を強化する必要があ

る。 

 

 

 

事業系ごみ（持込ごみ含む）は、事業者責任により事業者自らが施設に搬入するか、

一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を依頼し処分しなければならない。 

月間５ｔ以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者は、「高石市廃棄物の減量推進及び

適正処理ならびに環境美化推進に関する条例」に基づき毎年１回「事業系一般廃棄物の

排出の抑制及び再利用ならびに適正処理に関する計画書」を策定し、その計画書により、

事業系ごみの減量・再資源化を行わなければならない。 

また、事業系ごみは、ごみ減量化への誘導や資源化への取り組み等を検討し、より一

層の事業者責任と減量化・資源化を求めていく必要がある。 

 

 

 

家庭系ごみは、普通（可燃）ごみの一部従量制と粗大ごみの有料制を導入しているが、

①市民・事業者・行政のそれぞれが、ごみの発生抑制・排出抑制のために果たすべき自

らの役割を自覚し、実践する体制づくりの推進 

②不法投棄ごみに対する対応の強化 

③ごみ減量化に向けた事業系ごみ（持込ごみ）処理の見直し 

④適正なごみ処理費用負担のあり方の検討 
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今後も両制度によるごみの減量化・資源化、市民負担の公平性の確保、ごみ処理経費の

抑制等について、調査・検討を進めていく必要がある。 

事業系ごみについても、事業者の自己処理の原則を踏まえ、減量化・資源化と併せ、

適正なごみ処理費用の負担のあり方やごみ処理手数料等について、今後も調査・検討を

進めていく必要がある。 

 

 

 

現状のごみ処理システムは、公共サービスとして、市民や事業者の税金、ごみ処理手

数料及び廃棄物発電事業等を主な財源として運営されている。この財源を有効に使うた

めに、経済的かつ効率的な廃棄物処理事業の推進に努めていく必要がある。 

また、本市は家庭系ごみのすべての収集・運搬を一般廃棄物収集運搬業許可業者に委

託しており、市民サービスの低下を招かないよう、引き続き委託業者との連携や市職員

による積極的な現場管理等に努める必要がある。 

さらに、中間処理施設の運転・維持管理においても、適正な処理の水準を継続しつつ、

最少の経費で最大の効果を得られるよう、適切な運転管理を行っていく必要がある。 

 

 

 

⑤経済的・効率的なごみ処理の推進 
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第３節 計画収集人口・ごみ量の将来予測 

 

１．計画収集人口の将来予測 

計画収集人口の将来予測結果を図 2-3-1に示す。 

令和７年３月に策定の「第３期高石市まち・ひと・しごと創生総合戦略・人口ビジョン」

における推計人口（令和 32年）を基に、令和６年度実績値で補正し計画収集人口を予測し

た。 
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図 2-3-1 計画収集人口の将来予測結果 
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２．令和２年度～令和６年度実績で推移した場合のごみ量の将来予測 

（１）家庭系総排出ごみの将来予測 

有価物集団回収量も含めた家庭系総排出ごみ原単位の将来予測結果を図 2-3-2 に示す。 

令和２年度～令和６年度までの過去５年間の家庭系総排出ごみの実績を用いて、『ごみ

処理施設構造指針解説』（昭和 62年：厚生省監修）に示す推計式を用いて求めた。 

なお、家庭系総排出ごみの将来予測は、「ごみ処理基本計画策定指針」（平成 28年９月）

に基づき、ごみ区分別の１人１日当たりの家庭系排出ごみ原単位（単位：g/人日）に換

算して予測した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成 29 年度より直接搬入ごみ及び臨時ごみ（粗大）の計量を家庭系・事業系に分けて計量している 

（従前は全て事業系で計量）。 

 

図 2-3-2 家庭系総排出ごみ原単位の将来予測結果 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和22年度
　　有価物集団回収原単位 82.48 81.67 77.08 72.92 66.20 66

　　家庭系ごみ原単位 474.43 474.36 452.15 424.90 430.25 427
普通（可燃）ごみ 委託収集分 376.58 371.52 356.33 335.70 341.05 338

直接搬入分 6.88 7.37 4.29 2.55 2.61 3
資源・不燃ごみ 53.98 59.75 57.00 53.13 51.83 52
粗大ごみ 委託収集分 8.27 8.18 6.83 6.72 7.01 7

臨時分 7.43 7.67 7.28 7.58 7.14 7
直接搬入分 21.29 19.87 20.42 19.22 20.61 20

556.91 556.03 529.23 497.82 496.45 493合計
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40 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和22年度
　　事業系ごみ原単位 13.12 12.78 12.74 13.13 12.01 12.57

可燃ごみ 委託収集分 10.45 10.54 10.67 11.04 10.09 10.60
直接搬入分等 2.14 1.91 1.71 1.64 1.60 1.60

資源・不燃ごみ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
粗大ごみ 委託収集分 0.37 0.17 0.21 0.24 0.18 0.21

直接搬入分等 0.16 0.16 0.15 0.21 0.13 0.16

（２）事業系ごみの将来予測 

事業系（持ち込み含む）ごみ原単位の将来予測結果を図 2-3-3に示す。 

令和２年度～令和６年度までの過去５年間の事業系（持ち込み含む）ごみの実績を用

いて、『ごみ処理施設構造指針解説』（昭和 62年：厚生省監修）に示す推計式を用いて求

めた。なお、事業系（持ち込み含む）ごみの将来予測をする場合、１日当たりの事業系

（持ち込み含む）ごみ原単位（単位：ｔ/日）に換算して予測した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成 29 年度より直接搬入ごみ及び臨時ごみ（粗大）の計量を家庭系・事業系に分けて計量している 

（従前は全て事業系で計量）。 

 

図 2-3-3 事業系（持ち込み含む）ごみ原単位の将来予測結果 
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（３）総排出ごみの将来予測 

令和２年度～令和６年度実績で推移した場合の計画収集人口・ごみ量の将来予測結果

を図 2-3-4及び表 2-3-1に示す。 

 

　注）四捨五入による端数処理をしているため、合計が合わない箇所がある。
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4,589

1,725.66 1,702.83 1,597.85 1,500.05 1,349.38
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実績← →予測

 

図 2-3-4 総排出ごみ量の将来予測結果 
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表 2-3-1 令和２年度～令和６年度実績で推移した場合の計画収集人口・ごみ量の将来予測 

 

 

将　来 目標年度

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和８ 令和９ 令和10 令和11 令和12 令和22

計画収集人口 人 57,322 57,121 56,795 56,206 55,841 54,856 54,363 53,870 53,378 52,885 47,958

家庭系総排出ごみ原単位 g/人日 556.91 556.03 529.23 497.82 496.45 493 493 493 493 493 493

有価物集団回収原単位 g/人日 82.48 81.67 77.08 72.92 66.20 66 66 66 66 66 66

家庭系ごみ原単位 g/人日 474.43 474.36 452.15 424.90 430.25 427 427 427 427 427 427

普通（可燃）ごみ g/人日 383.46 378.89 360.62 338.25 343.66 341 341 341 341 341 341

委託収集分 g/人日 376.58 371.52 356.33 335.70 341.05 338 338 338 338 338 338

直接搬入分 g/人日 6.88 7.37 4.29 2.55 2.61 3 3 3 3 3 3

資源・不燃ごみ g/人日 53.98 59.75 57.00 53.13 51.83 52 52 52 52 52 52

粗大ごみ g/人日 36.99 35.72 34.53 33.52 34.76 34 34 34 34 34 34

委託収集分 g/人日 8.27 8.18 6.83 6.72 7.01 7 7 7 7 7 7

臨時分 g/人日 7.43 7.67 7.28 7.58 7.14 7 7 7 7 7 7

直接搬入分 g/人日 21.29 19.87 20.42 19.22 20.61 20 20 20 20 20 20

事業系ごみ原単位 ｔ/日 13.12 12.78 12.74 13.13 12.01 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57

可燃ごみ ｔ/日 12.59 12.45 12.38 12.68 11.69 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20

許可収集分 ｔ/日 10.45 10.54 10.67 11.04 10.09 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60

直接搬入分等 ｔ/日 2.14 1.91 1.71 1.64 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

資源・不燃ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ ｔ/日 0.53 0.33 0.36 0.45 0.31 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37

許可収集分 ｔ/日 0.37 0.17 0.21 0.24 0.18 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

直接搬入分等 ｔ/日 0.16 0.16 0.15 0.21 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

年間日数 日 365 365 365 366 365 365 366 365 365 365 365

家庭系総排出ごみ ｔ/年 11,652.13 11,592.82 10,971.13 10,240.87 10,118.80 9,870 9,809 9,694 9,604 9,516 8,631

有価物集団回収 ｔ/年 1,725.66 1,702.83 1,597.85 1,500.05 1,349.38 1,321 1,313 1,298 1,286 1,274 1,155

家庭系ごみ ｔ/年 9,926.47 9,889.99 9,373.28 8,740.82 8,769.42 8,549 8,496 8,396 8,318 8,242 7,476

普通（可燃）ごみ ｔ/年 8,023.14 7,899.59 7,475.86 6,958.27 7,004.46 6,828 6,785 6,705 6,643 6,582 5,970

委託収集分 ｔ/年 7,879.10 7,745.98 7,386.85 6,905.78 6,951.17 6,768 6,725 6,646 6,585 6,524 5,917

直接搬入分 ｔ/年 144.04 153.61 89.01 52.49 53.29 60 60 59 58 58 53

資源・不燃ごみ ｔ/年 1,129.39 1,245.79 1,181.69 1,092.94 1,056.42 1,041 1,035 1,022 1,013 1,004 910

粗大ごみ ｔ/年 773.94 744.61 715.73 689.61 708.54 680 676 669 662 656 596

委託収集分 ｔ/年 173.03 170.46 141.63 138.27 142.95 140 139 138 136 135 123

臨時分 ｔ/年 155.44 159.91 150.85 156.01 145.55 140 139 138 136 135 123

直接搬入分 ｔ/年 445.47 414.24 423.25 395.33 420.04 400 398 393 390 386 350

事業系ごみ ｔ/年 4,790.95 4,664.46 4,647.29 4,808.70 4,382.96 4,589 4,603 4,589 4,589 4,589 4,589

可燃ごみ ｔ/年 4,596.66 4,543.69 4,518.22 4,643.03 4,266.37 4,453 4,466 4,453 4,453 4,453 4,453

許可収集分 ｔ/年 3,816.07 3,846.34 3,893.47 4,041.72 3,682.98 3,869 3,880 3,869 3,869 3,869 3,869

直接搬入分等 ｔ/年 780.59 697.35 624.75 601.31 583.39 584 586 584 584 584 584

資源・不燃ごみ ｔ/年 0.65 1.15 0.38 0.62 2.71 1 1 1 1 1 1

粗大ごみ ｔ/年 193.64 119.62 128.69 165.05 113.88 135 136 135 135 135 135

許可収集分 ｔ/年 135.94 60.43 75.02 88.43 64.75 77 77 77 77 77 77

直接搬入分等 ｔ/年 57.70 59.19 53.67 76.62 49.13 58 59 58 58 58 58

排出ごみ（家庭系＋事業系） ｔ/年 14,717.42 14,554.45 14,020.57 13,549.52 13,152.38 13,138 13,099 12,985 12,907 12,831 12,065

可燃ごみ ｔ/年 12,619.80 12,443.28 11,994.08 11,601.30 11,270.83 11,281 11,251 11,158 11,096 11,035 10,423

資源・不燃ごみ ｔ/年 1,130.04 1,246.94 1,182.07 1,093.56 1,059.13 1,042 1,036 1,023 1,014 1,005 911

粗大ごみ ｔ/年 967.58 864.23 844.42 854.66 822.42 815 812 804 797 791 731

総排出ごみ ｔ/年 16,443.08 16,257.28 15,618.42 15,049.57 14,501.76 14,459 14,412 14,283 14,193 14,105 13,220

総排出ごみ原単位 g/人日 785.90 779.76 753.41 731.58 711.50 722.14 724.34 726.41 728.48 730.71 755.23

排出段階における資源化量 ｔ/年 2,855.70 2,949.77 2,779.92 2,593.61 2,408.51 2,363 2,349 2,321 2,300 2,279 2,066

排出段階における資源化率 ％ 17.37% 18.14% 17.80% 17.23% 16.61% 16.34% 16.30% 16.25% 16.21% 16.16% 15.63%

有価物集団回収 ％ 10.49% 10.47% 10.23% 9.97% 9.30% 9.14% 9.11% 9.09% 9.06% 9.03% 8.74%

家庭系資源ごみ ％ 6.87% 7.66% 7.57% 7.26% 7.28% 7.20% 7.18% 7.16% 7.14% 7.12% 6.88%

事業系資源ごみ ％ 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

注） 年間日数は、閏年を考慮している。

平成29年度より直接搬入ごみ及び臨時ごみ（粗大）の計量を家庭系・事業系に分けて計量している（従前は全て事業系で計量）。
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３．市設定の減量化目標を達成した場合のごみ量の将来予測 

市設定の減量化目標を達成した場合の計画収集人口・ごみ量の将来予測を図 2-3-5 及び

表 2-3-2に示す。 
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図 2-3-5 市設定の減量化目標を達成した場合の総排出ごみ量 
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表 2-3-2 市設定の減量化目標を達成した場合の計画収集人口・ごみ量の将来予測 

 
将　来 目標年度

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和８ 令和９ 令和10 令和11 令和12 令和22

計画収集人口 人 57,322 57,121 56,795 56,206 55,841 54,856 54,363 53,870 53,378 52,885 47,958

家庭系総排出ごみ原単位 g/人日 556.91 556.03 529.23 497.82 496.45 492.50 492.00 491.50 491.00 490.54 490.54

有価物集団回収原単位 g/人日 82.48 81.67 77.08 72.92 66.20 66 66 66 66 66 66

家庭系ごみ原単位 g/人日 474.43 474.36 452.15 424.90 430.25 427 426.00 425.50 425.00 424.54 424.54

普通（可燃）ごみ g/人日 383.46 378.89 360.62 338.25 343.66 341 340.10 339.65 339.20 338.77 338.77

委託収集分 g/人日 376.58 371.52 356.33 335.70 341.05 338 337.10 336.65 336.20 335.77 335.77

直接搬入分 g/人日 6.88 7.37 4.29 2.55 2.61 3 3 3 3 3 3

資源・不燃ごみ g/人日 53.98 59.75 57.00 53.13 51.83 52 52 52 52 52 52

粗大ごみ g/人日 36.99 35.72 34.53 33.52 34.76 34 33.90 33.85 33.80 33.77 33.77

委託収集分 g/人日 8.27 8.18 6.83 6.72 7.01 7 6.90 6.85 6.80 6.77 6.77

臨時分 g/人日 7.43 7.67 7.28 7.58 7.14 7 7 7 7 7 7

直接搬入分 g/人日 21.29 19.87 20.42 19.22 20.61 20 20 20 20 20 20

事業系ごみ原単位 ｔ/日 13.12 12.78 12.74 13.13 12.01 12.26 11.95 11.64 11.32 11.22 10.23

可燃ごみ ｔ/日 12.59 12.45 12.38 12.68 11.69 11.89 11.58 11.27 10.95 10.85 9.86

許可収集分 ｔ/日 10.45 10.54 10.67 11.04 10.09 10.31 10.05 9.78 9.51 9.45 8.51

直接搬入分等 ｔ/日 2.14 1.91 1.71 1.64 1.60 1.63 1.58 1.54 1.50 1.49 1.35

資源・不燃ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ ｔ/日 0.53 0.33 0.36 0.45 0.31 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37

許可収集分 ｔ/日 0.37 0.17 0.21 0.24 0.18 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

直接搬入分等 ｔ/日 0.16 0.16 0.15 0.21 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

年間日数 日 365 365 365 366 365 365 366 365 365 365 365

家庭系総排出ごみ ｔ/年 11,652.13 11,592.82 10,971.13 10,240.87 10,118.80 9,860 9,789 9,664 9,565 9,469 8,588

有価物集団回収 ｔ/年 1,725.66 1,702.83 1,597.85 1,500.05 1,349.38 1,321 1,313 1,298 1,286 1,274 1,155

家庭系ごみ ｔ/年 9,926.47 9,889.99 9,373.28 8,740.82 8,769.42 8,539 8,476 8,366 8,279 8,195 7,433

普通（可燃）ごみ ｔ/年 8,023.14 7,899.59 7,475.86 6,958.27 7,004.46 6,819 6,767 6,678 6,608 6,539 5,931

委託収集分 ｔ/年 7,879.10 7,745.98 7,386.85 6,905.78 6,951.17 6,759 6,707 6,619 6,550 6,481 5,878

直接搬入分 ｔ/年 144.04 153.61 89.01 52.49 53.29 60 60 59 58 58 53

資源・不燃ごみ ｔ/年 1,129.39 1,245.79 1,181.69 1,092.94 1,056.42 1,041 1,035 1,022 1,013 1,004 910

粗大ごみ ｔ/年 773.94 744.61 715.73 689.61 708.54 679 674 666 658 652 592

委託収集分 ｔ/年 173.03 170.46 141.63 138.27 142.95 139 137 135 132 131 119

臨時分 ｔ/年 155.44 159.91 150.85 156.01 145.55 140 139 138 136 135 123

直接搬入分 ｔ/年 445.47 414.24 423.25 395.33 420.04 400 398 393 390 386 350

事業系ごみ ｔ/年 4,790.95 4,664.46 4,647.29 4,808.70 4,382.96 4,494 4,393 4,268 4,155 4,129 3,735

可燃ごみ ｔ/年 4,596.66 4,543.69 4,518.22 4,643.03 4,266.37 4,358 4,256 4,132 4,019 3,993 3,599

許可収集分 ｔ/年 3,816.07 3,846.34 3,893.47 4,041.72 3,682.98 3,763 3,678 3,570 3,471 3,449 3,106

直接搬入分等 ｔ/年 780.59 697.35 624.75 601.31 583.39 595 578 562 548 544 493

資源・不燃ごみ ｔ/年 0.65 1.15 0.38 0.62 2.71 1 1 1 1 1 1

粗大ごみ ｔ/年 193.64 119.62 128.69 165.05 113.88 135 136 135 135 135 135

許可収集分 ｔ/年 135.94 60.43 75.02 88.43 64.75 77 77 77 77 77 77

直接搬入分等 ｔ/年 57.70 59.19 53.67 76.62 49.13 58 59 58 58 58 58

排出ごみ（家庭系＋事業系） ｔ/年 14,717.42 14,554.45 14,020.57 13,549.52 13,152.38 13,033 12,869 12,634 12,434 12,324 11,168

可燃ごみ ｔ/年 12,619.80 12,443.28 11,994.08 11,601.30 11,270.83 11,177 11,023 10,810 10,627 10,532 9,530

資源・不燃ごみ ｔ/年 1,130.04 1,246.94 1,182.07 1,093.56 1,059.13 1,042 1,036 1,023 1,014 1,005 911

粗大ごみ ｔ/年 967.58 864.23 844.42 854.66 822.42 814 810 801 793 787 727

総排出ごみ ｔ/年 16,443.08 16,257.28 15,618.42 15,049.57 14,501.76 14,354 14,182 13,932 13,720 13,598 12,323

総排出ごみ原単位 g/人日 785.90 779.76 753.41 731.58 711.50 716.90 712.78 708.56 704.20 704.45 703.98

排出段階における資源化量 ｔ/年 2,855.70 2,949.77 2,779.92 2,593.61 2,408.51 2,363 2,349 2,321 2,300 2,279 2,066

排出段階における資源化率 ％ 17.37% 18.14% 17.80% 17.23% 16.61% 16.46% 16.56% 16.66% 16.76% 16.76% 16.77%

有価物集団回収 ％ 10.49% 10.47% 10.23% 9.97% 9.30% 9.20% 9.26% 9.32% 9.37% 9.37% 9.37%

家庭系資源ごみ ％ 6.87% 7.66% 7.57% 7.26% 7.28% 7.25% 7.30% 7.34% 7.38% 7.38% 7.38%

事業系資源ごみ ％ 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

注） 年間日数は、閏年を考慮している。

平成29年度より直接搬入ごみ及び臨時ごみ（粗大）の計量を家庭系・事業系に分けて計量している（従前は全て事業系で計量）。目標設定にあたっては、平成29年度以降の計量方法変更による影響を除いている。
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第４節 ごみ処理基本計画 

 

基本理念の実現に向けて、基本目標に基づき展開すべき基本施策の体系は、以下に示す

通りである。 

 

基本的な方向性 基 本 目 標 基 本 施 策

循環型地域経済
システムの構築

(1) 啓発活動・環境教育による
意識改革の推進

①PR・啓発事業・リサイクル教育の充実
②ごみ減量関連事業の支援
③適正処理困難物の処理促進
④環境美化の推進・不法投棄の防止

(2) ごみの発生・排出を抑制する
具体的取り組みの推進

循環型廃棄物
処理システムの構築

(1) 適正なごみ排出・効率的な
ごみの収集・運搬

(2) 施設整備・適正管理の遵守

(3) 緊急時のごみ処理対策

(1) 計画推進体制の強化

(2) 進捗状況管理の確立

循環型廃棄物
マネジメントシステムの構築

①家庭系普通（可燃）ごみの一部従量制
の継続実施

②分別排出区分の拡充と資源化拡大
③有価物集団回収システムの拡充
④不用品等のリユースの促進
⑤家庭における食品ロス削減と生ごみ減

量化の推進
⑥事業系ごみの排出管理と指導の徹底
⑦行政のリサイクル実践行動

①ごみ排出ルールの遵守・指導徹底
②収集運搬体制の効率化及びごみ収集

サービスの向上
③収集作業環境の向上
④地域ボランティアによる廃棄物管理

①ごみ焼却施設の適正な管理の推進
②資源化センター、啓発施設の適正管理

と運営
③最終処分場の適正な管理の推進

①事前の対策
②緊急時における対策
③災害時の的確かつ迅速な対応
④環境に配慮した復旧

①市民・事業者・行政の協働の推進
②廃棄物処理事業に係る行政サービスの

向上・見直し
③一部事務組合との連携
④情報公開の推進
⑤コスト管理の検討

①ごみ処理に関する「共通目標」の設定と
認識

②PDCA（計画→実施→評価→見直し）
サイクル手法管理の構築

循
環
型
社
会
の
構
築
か
ら
確
立
へ

適
正
生
産
・
適
正
消
費
・
適
正
廃
業
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１．循環型地域経済システムの構築に向けた基本目標と基本施策 

市民・事業者・行政のそれぞれの役割と責任を明確にしつつ、啓発活動や環境教育によ

る意識改革を図るとともに、食品ロス削減推進法など国の方向性に準拠したごみの発生・

排出抑制や併せて実施する新たなごみ減量策などを柱として今後のごみ処理を推進する。 

基本的な方向性 基 本 目 標 基 本 施 策

循環型地域経済
システムの構築

(1) 啓発活動・環境教育による
意識改革の推進

①PR・啓発事業・リサイクル教育の充実
②ごみ減量関連事業の支援
③適正処理困難物の処理促進
④環境美化の推進・不法投棄の防止

(2) ごみの発生・排出を抑制する
具体的取り組みの推進

①家庭系普通（可燃）ごみの一部従量制
の継続実施

②分別排出区分の拡充と資源化拡大
③有価物集団回収システムの拡充
④不用品等のリユースの促進
⑤家庭における食品ロス削減と生ごみ減

量化の推進
⑥事業系ごみの排出管理と指導の徹底
⑦行政のリサイクル実践行動

 

（１）啓発活動・環境教育による意識改革の推進 

   ① ＰＲ・啓発事業・リサイクル教育の充実 

市民・事業者・行政それぞれの日常的な連携の推進に向けて、ごみ減量、リサイクル

推進の意識の定着のために、幼児から大人までの一貫した環境教育を積極的に行い、各

種イベント、キャンペーン、プラスチックごみゼロ宣言に基づく環境教育、施設見学及

び講演会を実施し、学習・交流の機会を拡充していく。 

さらに、情報化を総合的に進めるとともに、インターネット等を利用したＰＲや啓発

にも努めていく。 

また、市民がごみ処理に対して信頼と安全・安心を実感できるように、ごみ処理施設

や最終処分場等の情報も公開する。 

【基本的な取り組み】 

○環境教育の推進 

○ＩＴを活用した啓発 

○ごみ処理・処分施設の情報提供 

○ＰＲ・啓発事業・リサイクル等のマグネットパネルを貼付したパッカー車の収集 

○食品ロスやプラスチックごみ削減に向けての啓発活動 

 

②  ごみ減量関連事業の支援 

市民・事業者・各種団体等が環境にやさしい行動を積極的に実践できるよう、ごみの

減量化・資源化に関する情報を提供するとともに、関係者が自主的かつ活発な交流及び

情報の発信と交換等を行うことができるシステムづくりを支援していく。 
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【基本的な取り組み】 

○ごみ減量化・資源化に関する情報発信等システムの構築 

○家庭系ごみ・事業系ごみの減量化・資源化の事例調査・研究 

 

③  適正処理困難物の処理促進 

組合のごみ処理施設における適正処理が困難な廃棄物を市民に周知するとともに、そ

のリサイクル及び処理についての販売店引き取り等を含めた適正処理ルートを確立して

いく。 

【基本的な取り組み】 

○適正処理困難物の周知と処理ルートの確立 

 

④  環境美化の推進・不法投棄の防止 

不法投棄防止が海洋プラスチック汚染防止に繋がることから、広場や道路等のごみの

散乱を防止し、きれいなまちづくりを推進するため、関係諸団体と連携し、キャンペー

ン、ＰＲ等の啓発事業を実施していく。 

また、高石市廃棄物減量等推進員との連携や、不法投棄防止パトロール等により、不

法投棄や不適正排出を防止し、一層の良好な地域環境の保全に努めていく。 

【基本的な取り組み】 

○環境美化キャンペーン活動の実施 

○不法投棄防止の看板の設置 

○不法投棄防止監視パトロールの強化 

○一般廃棄物収集運搬業許可業者との連絡協力・連携 

○ボランティアによる清掃ごみの回収 

○不法投棄に対する法律の罰則規定の周知と取り締まりの徹底強化・追跡調査の対応

を検討 

 

（２）ごみの発生・排出を抑制する具体的取り組みの推進 

① 家庭系普通（可燃）ごみの一部従量制の継続実施 

平成 25年４月から実施している家庭系普通（可燃）ごみの一部従量制については、実

施状況及びその効果について点検・評価を行い、必要に応じて効果の維持もしくは効果

を向上させる対策を検討、実施していくとともに、実施状況や効果結果を市民に公表す

ることによって、市民の更なる意識改革を図るものとする。 

【基本的な取り組み】 

○一部従量制の実施状況及び効果についての点検・評価及び公表 

 

② 分別排出区分の拡充と資源化拡大 

平成 28年度よりプラスチック製容器包装の分別収集を開始しているが、国におけるプ

ラスチック製容器包装・プラスチック製品の一括回収・リサイクルに関する動向を注視
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し、組合及び構成市とともに国の方向性に沿った分別のあり方について検討のうえ、分

別排出区分の適宜見直しを実施していく。 

また、プラスチックごみゼロ宣言に基づく普及啓発を継続実施していく。 

【基本的な取り組み】 

○国の方向性に合わせた分別排出区分の見直し 

○分別収集計画の見直し 

 

③ 有価物集団回収システムの拡充 

自治会・子ども会等が行う有価物集団回収の支援を継続するとともに、有価物集団回

収奨励金交付制度の周知を図り、積極的な参加の呼びかけと啓発について推進していく。 

【基本的な取り組み】 

○有価物集団回収奨励金交付制度の啓発の強化 

 

④ 不用品等のリユースの促進 

リユース品交換会の実施等により、不用品等の再使用を促進する。また、民間のオン

ラインリユース市場への関心の高まりも考慮し、幅広い層に向けてリユースの必要性の

広報について検討する。 

【基本的な取り組み】 

○イベント会場でのフリーマーケットの開催 

○リユース品交換会の実施 

○幅広い層に向けたリユースに関する広報 

 

⑤  家庭における食品ロス削減と生ごみ減量化の推進 

食品ロス削減推進法に基づき、家庭における食品ロスの削減について、効果的な広報

を実施していく。併せて、これまでどおり水切りの徹底についての啓発を行い、総合的

な生ごみ発生の抑制に努める。 

また、生ごみ処理機は、家庭から排出される生ごみの減量化・資源化のための有効な

手段であり、関連情報の提供を積極的に行うとともに購入補助制度の周知を継続してい

く。 

【基本的な取り組み】 

○食品ロス削減の啓発 

○生ごみの水切りの徹底についての啓発 

○家庭用生ごみ処理機等購入補助制度のＰＲ及び啓発の充実 

 

⑥  事業系ごみの排出管理と指導の徹底 

事業系ごみについては、業種に応じたごみの発生抑制・資源化方法について指導・啓

発を行い、事業者責任の確立やごみ減量指導を強化していく。 

また、適正なごみ処理手数料のあり方について調査・検討を進めていく。 
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【基本的な取り組み】 

○事業系ごみ排出実態の継続的把握 

○多量排出事業者に対する減量指導の強化 

・多量排出事業者対象者の見直しと減量計画書提出の徹底化 

・廃棄物管理責任者への減量指導の強化 

・多量排出事業所の立入検査実施の検討 

○家庭系ごみ排出への混入防止の指導強化 

○許可業者等と連携した資源分別収集システムの形成 

○食品ロス削減の実施 

 

⑦  行政のリサイクル実践行動 

公共施設で不用となった文書類等の溶解処理を促進するなど、公共施設におけるごみ

のリサイクルを率先して実施し、併せて学校給食等の食品ロス削減及び生ごみリサイク

ルや緑のリサイクルの実施を検討していく。 

また、職員の減量リサイクル意識を徹底し、公共施設におけるごみ減量リサイクルに

積極的に取り組んでいく。 

【基本的な取り組み】 

○公共施設で不用となった文書類等の溶解処理の促進 

○学校給食等の食品ロス削減及び生ごみリサイクルの検討 

○公園等の剪定枝の活用の検討 

○職員の減量意識の徹底 
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２．循環型廃棄物処理システムの構築に向けた基本目標と基本施策 

多様化が求められるごみの適正管理に対応するために、ごみの排出方法の改善及び効率

的なごみの収集・運搬体制の確立を図るとともに、適正なごみ処理施設等の整備や、緊急

時のごみ処理対策などを柱として、今後のごみ処理を推進する。 

循環型廃棄物
処理システムの構築

(1) 適正なごみ排出・効率的な
　　ごみの収集・運搬

(2) 施設整備・適正管理の遵守

(3) 緊急時のごみ処理対策

①ごみ排出ルールの遵守・指導徹底
②収集運搬体制の効率化及びごみ収集
　 サービスの向上
③収集作業環境の向上
④地域ボランティアによる廃棄物管理

①ごみ焼却施設の適正な管理の推進
②資源化センター、啓発施設の適正管理と
　 運営
③最終処分場の適正な管理の推進

①事前の対策
②緊急時における対策
③災害時の的確かつ迅速な対応
④環境に配慮した復旧

基本的な方向性 基　本　目　標 基　本　施　策

 
 

（１）適正なごみ排出・効率的なごみの収集・運搬 

   ① ごみ排出ルールの遵守・指導徹底 

高石市廃棄物減量等推進員の協力を得ながら、自治会未加入者なども含めたごみの排

出ルールの遵守・指導及び不法投棄防止対策を行っていく。 

【基本的な取り組み】 

○ごみの分別と出し方の周知徹底の継続 

○転入者・ワンルームマンション居住者等自治会未加入者・外国人居住者に対するご

みの分別と出し方の周知徹底の継続 

○高石市廃棄物減量等推進員による地域への周知徹底 

○未分別ごみへの注意シールの貼付 

 

   ② 収集運搬体制の効率化及びごみ収集サービスの向上 

今後の収集品目の拡充・変更やごみ収集量の地域分布、収集経路やごみの排出者の利

便性等を勘案し、収集運搬体制の効率化を図っていく。 

【基本的な取り組み】 

○リサイクルと適正処理に適した収集体制の確立 

 

   ③ 収集作業環境の向上 

収集作業の安全性や効率性を高め、良好な作業環境の確保と分別排出の徹底を図るた

め、収集運搬委託業者との定期的な会議を通じ連携を深める。 

また、ごみ収集運搬車両の機能強化と適正な運行管理を継続するとともに、低公害車

等の導入を促進していく。 



 

51 

【基本的な取り組み】 

○分別排出の徹底等による収集作業員の安全確保 

○委託業者との定期的な会議の開催 

○環境負荷の少ない収集車の導入 

 

④  地域ボランティアによる廃棄物管理 

高石市廃棄物減量等推進員と連携し、これら地域ボランティアの組織化を図り、市民

参加による地域の廃棄物管理を進めていく。 

【基本的な取り組み】 

○地域ボランティアの育成、組織化 

 

（２）施設整備・適正管理の遵守（組合） 

   ① ごみ焼却施設の適正な管理の推進 

ごみ焼却施設（１・２号炉）については、維持管理の徹底と周辺環境に配慮した運転

管理を継続するとともに、焼却処理時に発生する熱エネルギーの有効利用（廃棄物発電

事業）も継続的に進めていく。 

また、新施設の整備に向けた更新事業を進めることになっているが、組合と組合構成

市の協力により新施設の稼働まで引き続き適正な維持管理及び運転管理に注意を払い、

ごみ焼却施設の延命化を図る。 

【基本的な取り組み】 

○ごみ焼却施設の維持管理の徹底 

○エネルギーの有効活用及び周辺の環境に配慮したごみ焼却施設の運転管理 

○組合と組合構成市の協力により新施設の稼働まで引き続き適正な維持管理及び運転

管理に注意を払い、ごみ焼却施設の延命化を図る。 

 

② 資源化センター、啓発施設の適正な管理の推進 

資源化センターについては、効率的な資源回収を行うための維持管理の徹底と周辺環

境に配慮した運転管理を継続する。回収した容器包装のうちペットボトル・プラスチッ

ク容器包装については、再生材の適正処理の確保等の観点から、安定的な国内循環を推

進していくため、指定法人ルートによる再商品化を継続していく。さらに、併設する啓

発施設における啓発機能の充実を図る。 

【基本的な取り組み】 

○資源化センターの維持管理の徹底 

○市民が積極的に利用できる啓発機能の充実 

 

   ③ 最終処分場の適正な管理の推進 

組合では、松尾寺山最終処分場の水質検査等を定期的に実施し、結果を公表し、適正

な維持管理を行う。 
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【基本的な取り組み】 

○松尾寺山最終処分場施設の延命化 

○ごみ減量化・資源化による最終処分量の削減 

（３）緊急時のごみ処理対策 

   ① 事前の対策 

阪神・淡路大震災や東日本大震災でも明らかなように、大地震による災害は被害が広

範囲に及ぶほか、ライフラインや交通の途絶などの社会に与える影響は、計り知れない。

廃棄物の発生量も他の災害と比べ大量であるほか、交通の途絶等に伴い可燃ごみについ

ても平常時の収集、処理を行うことが困難になる。 

また、台風等大規模な水害が発生した場合も、一時的に大量の廃棄物が発生し、さら

に道路の通行不能等によって、平常時と同様の収集、運搬処理では困難となる。 

本市及び組合は、大阪府泉州地域の各市町等と「一般廃棄物（ごみ）処理に係る相互

支援基本協定」を締結しており、災害発生時や施設事故等に対し、一般廃棄物（ごみ）

処理に係る総合的な相互支援を図ることとする。さらに、起こりうる災害に備え、災害

廃棄物処理計画の策定や計画的・継続的な職員研修の実施を検討する。 

【基本的な取り組み】 

○災害廃棄物処理計画の策定 

 

   ② 緊急事態におけるごみ処理の相互支援の協議及び協定締結 

他の自治体や処理業者、関係諸団体との総合的な相互支援体制を推進するために協議

や協定締結を継続するとともに、ごみ・し尿等処理施設の耐震化、災害時に必要となる

設備、機材の確保などのごみ・し尿等に係る緊急時の対策と整備を行っていく。 

【基本的な取り組み】 

○広域的連携の強化 

○近隣自治体、処理業者、関連諸団体等との相互支援体制の維持 

○廃棄物処理施設の防災体制の整備 

 

   ③ 災害時の的確かつ迅速な対応 

災害発生時の廃棄物処理の指針となる、「高石市地域防災計画」（平成 30年２月改定）

に基づいて、災害発生時に的確かつ迅速な対応を図っていく。 

【基本的な取り組み】 

○広域的連携の強化 

○近隣自治体等との連携強化 

○震災等災害時の相互応援・支援体制の拡充 

 

⑤  環境に配慮した復旧 

市民生活の平常化や都市機能の回復を早期に実現するため、災害廃棄物の撤去や処理

等を環境に配慮しつつ効率的に行っていく。 
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【基本的な取り組み】 

○環境に配慮した災害廃棄物の処理 

 

３．循環型廃棄物マネジメントシステムの構築に向けた基本目標と基本施策 

本計画の推進体制の強化を図るとともに、各施策の進捗状況管理の確立等を柱とする循

環型廃棄物マネジメントシステムの構築を推進する。 

(1) 計画推進体制の強化

(2) 進捗状況管理の確立

循環型廃棄物
マネジメントシステムの構築

①市民・事業者・行政の協働の推進
②廃棄物処理事業に係る行政サービスの
　 向上・見直し
③一部事務組合との連携
④情報公開の推進
⑤コスト管理の検討

①ごみ処理に関する「共通目標」の設定と
　 認識
②PDCA（計画→実施→評価→見直し）
　 サイクル手法管理の構築

基本的な方向性 基　本　目　標 基　本　施　策

 

（１）計画推進体制の強化 

   ① 市民・事業者・行政の協働の推進 

循環型社会を構築していくための市民・事業者・行政の相互の連携・協働を強化し、

ごみ処理事業の計画的な推進を図っていく。 

【基本的な取り組み】 

○市民・事業者・行政の共通的な役割 

・パートナーシップによる取り組み実践のための計画づくり 

・廃棄物減量推進員等と連携したごみ減量のための実践行動 

○市民の役割 

・食材購入や調理時、家庭内での食事や外食時における食品ロスの削減 

・環境負荷の少ない商品の購入、使用の実践 

・リサイクル製品の購入 

・過剰包装を断る 

・「モノ消費・所有」より「機能・サービスの利用」の重視 

・分別排出の自覚 

・環境情報の正しい理解 

・ごみの排出者としてごみの発生抑制に対する努力 

・修理・修繕サービスの活用による製品の長期使用 

○事業者の役割 

・食品の製造、加工、販売過程における食品ロスの削減 

・過剰包装をやめる等環境負荷の低減に配慮した製品の設計・製造・販売 

・環境への負荷の少ない製品の購入及び事業活動における使用 
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・製品の特性に応じた再使用、リサイクルサービスの実施 

・修理・修繕の可能な製品・サービスの提供 

・ライフサイクルアセスメントをはじめとする環境マネジメントの実践 

・事業活動や製品に関する環境情報の開示 

・行政と協力した、消費者に向けた環境教育の実施 

○行政の役割 

・ごみ処理行政の着実な実施と廃棄物減量等推進審議会の運営 

・分別収集の実施、市民への周知 

・市民の参加意識を高めるような普及啓発 

・リユース品交換会の実施 

・違法な処理・処分に的確に対応する指導体制の強化 

・自らの活動に伴う環境保全対策の実施 

・公共事業をはじめとする公共的物資について、環境に配慮した製品やサービスを積

極的に採用する等の配慮 

 

   ② 廃棄物処理事業に係る行政サービスの向上・見直し 

本市のごみに関する施策の効果や課題・留意点等の確認・検討等を行い、市民に対す

る廃棄物行政サービスの点検を実施するため、廃棄物減量推進員と連携を図る。 

【基本的な取り組み】 

○廃棄物減量推進員へのアンケート調査の検討 

 

   ③ 一部事務組合との連携 

本市のごみ処理は、組合で中間処理・最終処分を行っていく。 

このことから、組合との連携・協力を積極的かつ計画的に取り組んでいく。 

【基本的な取り組み】 

○組合との連携・協力 

 

⑤  情報公開の推進 

ごみ量やごみ処理経費、組合施設の稼働状況、環境測定結果等に関する情報について、

組合広報紙及びホームページなどにより情報公開を行っていく。また、廃棄物減量等推

進審議会や市民への情報公開を積極的に行い、計画推進に対しての意見を広く求めてい

く。 

【基本的な取り組み】 

○情報の提供と広範な意見募集活動の継続 

 

⑥  コスト管理の検討 

計画的・効果的に各種の施策の展開を進めるためには、経営的視点から事前事後の評

価を行う必要がある。 

また、市民や事業者にとっての利便性や環境負荷、経費等の管理指標を含めた調査を

行い、コスト管理の研究と検討に努めていく。 



 

55 

【基本的な取り組み】 

○廃棄物に係るコスト管理導入に向けた調査・研究 

 

（２）進捗状況管理の確立 

   ① ごみ処理に関する「共通目標」の設定と認識 

市民・事業者・行政のそれぞれが、ごみ処理や資源循環に関する「共通目標」を設定

し認識を深めることで、循環型社会の構築に向けた相互の意識の高揚に努めていく。 

【基本的な取り組み】 

○ごみ処理に関する「共通目標」の設定・周知 

 

   ② ＰＤＣＡ(計画→実施→評価→見直し)サイクル手法管理の構築 

ＰＤＣＡサイクル手法管理のイメージを図 2-4-1に示す。 

本市のごみ処理に対する基本的方針や計画と、循環型社会の構築に向けた共通目標の

達成状況や各施策の進行状況を把握し、課題等を明らかにしながら、本計画の各施策の

見直しに反映するための、更なる方針・計画の作成に向けたＰＤＣＡサイクル手法管理

の構築に努めていく。 

【基本的な取り組み】 

○ＰＤＣＡサイクル手法管理の導入に向けた調査・研究 

方針・計画の
作成

（Ｐｌａｎ）

事業者

実施・運用

（Ｄｏ）

改善・見直し

（Ａｃｔｉｏｎ）

点検・評価

（Ｃｈｅｃｋ）

廃棄物減量等

推進審議会

市　民

行　政

 

図 2-4-1 ＰＤＣＡサイクル手法管理のイメージ 

※ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）サイクルとは、①方針・計画の作成（Plan）、②その実施と運用（Do）、③点
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検（Check）、④改善・見直し（Action）という手順を繰り返し、サイクルを重ねることにより、目的及び目標を着

実に達成していくとともに、より高い目的や目標の実現に向けてステップアップしていくシステムのことであ

る。 
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第 1節 生活排水処理事業の概況 

 

１．現状生活排水処理システム 

（１）現状生活排水処理フロー 

現状生活排水処理フローを図 3-1-1に示す。 

一般家庭や事業所等で発生した生活雑排水及びし尿は、下水道処理、合併処理浄化槽、

単独処理浄化槽、汲み取り便槽及び未処理の各ルートを経由して放流されている。 

また、合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽で発生した汚泥及び汲み取り便槽のし尿は、

第１事業所のし尿処理場にて適正に処理している。 

 

 汚泥  汚泥 し尿

汚泥 し渣

※ 処理主体

生活雑排水 し 尿

下水道
※本市

合併処理浄化槽
※個人等

単独処理浄化槽
※個人等

放 流

処
理
水

処
理
水

処
理
水

汲み取り便槽
※個人等

埋立

未処理

処
理
水

生活排水

 

図 3-1-1 現状生活排水処理フロー 

 

第第３３章章  生生活活排排水水処処理理基基本本計計画画  
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（２）生活排水排出システム 

① 生活排水処理人口 

生活排水処理形態別人口の実績推移を表 3-1-1及び図 3-1-2に示す。 

本市は主に、公共下水道による生活排水処理を進めている。 

令和６年度末では、計画処理区域内人口 55,838人の内、生活排水の適正処理を行って

いる人口は 51,668人であり、生活排水適正処理率は 92.5％（（下水道人口＋合併処理浄

化槽人口）／計画処理区域内人口×100）に達している。 

 

表 3-1-1 生活排水処理形態別人口の実績 

単位：人

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

行政区域内人口 57,322 57,121 56,795 56,206 55,841

計画処理区域内人口 57,321 57,120 56,794 56,205 55,838

水洗化･生活雑排水処理人口 50,719 51,160 51,254 51,423 51,668

下水道人口 49,829 50,072 50,318 50,565 50,813

合併処理浄化槽人口 890 1,088 936 858 855

5,885 5,316 4,921 4,196 3,622

非水洗化人口 717 644 619 586 548

計画処理区域外人口 1 1 1 1 3

生活排水適正処理率 88.5% 89.6% 90.2% 91.5% 92.5%

注） 生活排水適正処理率：水洗化・生活雑排水処理人口÷計画処理区域内人口×100 資料：市データ

項目＼年度

水洗化・生活雑排水未処理人口
（単独処理浄化槽人口）

 
 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

（人）

（年度）

非水洗化人口

水洗化・生活雑排水未処理

人口（単独処理浄化槽人口）

合併処理浄化槽人口

下水道人口

生活排水適正処理率

 

図 3-1-2 生活排水処理形態別人口の実績推移 



 

59 

② し尿・浄化槽汚泥発生量 

し尿・浄化槽汚泥発生量、し尿・浄化槽汚泥発生原単位の実績推移を表 3-1-2 及び図

3-1-3に示す。 

し尿発生量は過去５年間において令和３年度から減少しているが、令和５年度に急激

に増加し、令和６年度も増加している。また、浄化槽汚泥発生量は過去５年間において

令和３年度に大きく減少したものの、その後、緩やかな増減を繰り返している。 

し尿発生原単位の過去５年間においては、し尿発生量と同様に令和３年度から減少し

ており、令和５年度に急激に増加し、令和６年度も増加している。しかし、浄化槽汚泥

発生原単位は令和３年度に減少したものの、令和４年度から緩やかに増加している。 

 

表 3-1-2 し尿・浄化槽汚泥の発生量及び発生原単位の実績推移 

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

非水洗化人口 717 644 619 586 548

浄化槽人口 6,775 6,404 5,857 5,054 4,477

し尿発生量 2,025.2 1,677.1 1,444.3 2,266.2 2,317.4

浄化槽汚泥発生量 3,468.3 2,834.4 2,898.8 2,782.1 2,992.5

　合　　計 5,493.5 4,511.6 4,343.1 5,048.4 5,309.9

　年間日数（日） 365 365 365 366 365

し尿発生原単位 7.74 7.13 6.39 10.57 11.59

浄化槽汚泥発生原単位 1.40 1.21 1.36 1.50 1.83

注） 原単位：発生量÷収集人口÷年間日数×1,000

資料：市データ、令和２～令和６年度　組合事業概要

原単位
（L/人日）

項目＼年度

収集人口
（人）

発生量
（kL/年）
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図 3-1-3 し尿・浄化槽汚泥の発生量及び発生原単位の実績推移 
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（３）生活排水中間処理システム 

① 公共下水道 

下水道計画の整備状況を表 3-1-3に示す。 

全体計画処理面積は 662ha であり、北部処理区は南大阪湾岸北部流域関連公共下水道

事業により進めている。 

また、令和６年度末現在の普及率は 92.5％、水洗化率は 98.5％となっている。 

 

表 3-1-3 下水道計画の整備状況 

処理区 高石市

項目 北部処理区

処理面積 （ha） 662 662

処理人口 （人） 52,500 52,500

計画区域内人口 （人） 55,838 55,838 ①

整備面積 （ha） 600 600

整備人口 （人） 51,640 51,640 ②

下水道処理告示人口 （人） 51,579 51,579 ③

水洗化人口 （人） 50,813 50,813 ④

普及率 （％） 92.5% 92.5%  ②÷①×100

水洗化率 （％） 98.5% 98.5%  ④÷③×100

注）水洗化率＝水洗化人口÷告示人口 資料：市資料

整
備
状
況

令和６年度
末現在

備考

全体計画
（目標年次）

 

 

② 合併処理浄化槽 

下水道整備までに期間を要する区域における有効な生活排水処理施設として、合併処

理浄化槽の設置について啓発に努めてきた。 
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（４）し尿・浄化槽汚泥処理 

組合のし尿処理施設概要を表 3-1-4に示す。 

汲み取り便槽から汲み取られた「し尿」及び単独処理浄化槽と合併処理浄化槽から発

生する汚泥等は、本市の許可業者より収集され、組合の第１事業所し尿処理場で処理し

ている。 

また、第１事業所し尿処理場の処理過程で発生する脱水汚泥は埋立処分し、し渣は組

合のごみ焼却施設で焼却処理している。 

 

表 3-1-4 し尿処理施設概要 

し尿処理施設 備　　　　　　考

敷地面積 8,642.22㎡

建物面積 2,998.62㎡

竣工年月 昭和62年１月

処理方法 低希釈高負荷酸化処理方式

処理能力
200kℓ/日

（し尿125kℓ/日、浄化槽汚泥75kℓ/日）

資料：組合ホームページ

第１事業所　し尿処理場
施設名

平成９年12月：
　基幹的施設更新（二次スクリーン及び冷凍機取替）
平成18年３月：
　浄化槽汚泥の海洋投棄廃止に伴い、浄化槽汚泥前脱
水設備を撤去するとともに、前処理後の浄化槽汚泥を直
接水処理系で処理するため、処理フローを改造
平成20年３月：
　曝気槽並びに攪拌槽２系列を改修
平成28年３月：
　トラックスケール設置
平成28年６月：
　地方自治法第252条の14の規定に基づく事務委託によ
り、忠岡町のし尿及び浄化槽汚泥受入を開始
令和５年３月：
　一般廃棄物処理施設基本計画を策定

 

 

泉北環境整備施設組合では、第１事業所（し尿処理施設）の老朽化に伴い、施設の建

築物、水槽等を活用し下水道放流に切り替えて「汚泥再生処理センター」にリニューア

ル（改造・改修）する事業を進めている。なお、令和９年度からは、希釈し泉大津市管

理の下水道に放流する予定である。 
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２．基本計画のレビュー 

基本計画（令和３年３月策定）で掲げた施策内容とその取り組み状況について、点検・評価等を表 3-1-5に示す。 

 

表 3-1-5 基本計画（令和３年３月策定）の施策内容・目標達成状況 

計画の具体的な方向性・施策内容 施策実施の進捗状況 点検・評価

 　令和6年度末時点での下水道普及率は、92.5％である。 評価：○

 　令和6年度末時点での下水道水洗化率は、98.5％である。 評価：○

 　大阪府と連携し周知を図っている。 評価：○

 　広報等を通じて啓発に努めている。 評価：○

 　効率的な収集運搬体制を検討している。 評価：○

評価：○ 　組合による施設の適正な維持管理が行われており、今後の処理量
減少への対応について検討が進められている。また、第1事業所し尿
処理場は老朽化が進んでおり、効果的な整備による施設の安全性・
信頼性の向上を図るため、既存施設の大規模改修として資源化設備
を有する汚泥再生処理センターへのリニューアルを実施している。

 　合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽を使用している一般家庭・事業所等
について、浄化槽の正しい知識や適正な維持管理の必要性を周知するととも
に、適正な維持管理のための仕組みづくりについても検討していく。

 　また、一般家庭・事業者等でできる発生源対策や生活排水処理に関する意
識啓発に努めていく。

 　第1事業所し尿処理場は老朽化が進んでいることや、し尿・浄化槽汚泥の収
集・処理量が今後も減少していく見込みであることから、将来を見通した適正
な維持管理を実施し、延命化を図っていく。

 　し尿・浄化槽汚泥の収集運搬は、現在、市が許可した収集運搬業者が行っ
ているが、し尿・浄化槽汚泥収集量の減少等を踏まえ、効率的な収集運搬体
制を検討していく。

 　河川等の公共用水域における生活排水による自然環境への負荷の低減を
図るため、引き続き公共下水道の計画的な整備を推進する。

計画の方向性・基本目標

 1．生活排水の数値目標

 2．自然環境への負荷の
 　  低減

 　令和6年度の生活排水適正処理率の目標： 91％  　令和6年度末時点での生活排水適正処理率は、92.5％である。 評価：○

 3．適正・効率的な収集・
 　  処理体制の確保

(1) 公共下水道による生
 　 活排水処理の改善

(2) 集合処理施設への早
 　 期接続の促進

 　下水道処理区域内における下水道管渠の整備を終了した地区は、公共用
水域の水施設保全を図るため集合処理施設への早期接続を促進していく。

(3) 浄化槽の適正な維持
 　 管理の推進

(4) 生活排水対策の広報
 　  ・ 啓発

(1) し尿 ・ 浄化槽汚泥の
 　 収集運搬体制の検討

(2) し尿処理施設の適正
 　 な維持管理・延命化

 　令和17年度の生活排水適正処理率の目標：100％

 　水質汚濁の原因の一つが一般家庭・事業所等から排出される生活排水で
あり、その適正処理に関する情報等を、広報紙や市ホームページ等を活用し
て市民・事業者等に提供していく。

 

なお、点検・評価の評価は、 

◎：計画どおり取り組んでいる。 

○：おおよそ計画どおり取り組んでいる。 

△：計画の調査・検討・調整中である。 

－：計画の見直し・再検討を要する 

としている。 
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３．現状生活排水処理システムに係る課題点・留意点 

（１）生活排水排出システム 

 

 

河川等の水質汚濁の原因となっている生活雑排水は適正な処理施設で処理されること

が望まれるが、一部の雑排水がほぼ未処理のままで放流されている。 

河川等の水質汚濁を防止し、快適な生活環境を形成するためにも公共下水道、合併処

理浄化槽の利用による生活排水処理を推進していく必要がある。 

 

 

 

公共下水道の普及が更に進み、し尿・浄化槽汚泥量が減少することが予想される。 

そのため、収集車両及び人員の収集体制の見直しが必要となる。 

 

（２）生活排水中間処理システム 

 

 

公共下水道の整備を終了した地区には、まだ集合処理施設へ接続していない住宅・事

業所等がある。公共用水域の水質保全を図るためには、集合処理施設への早期接続を促

進していく必要がある。 

 

 

 

第１事業所し尿処理場の老朽化が進んでいることや、今後も搬入量が減少する見込み

であることから、令和７年度より汚泥再生処理センターへのリニューアル更新を実施し

ている（令和９年度末完成予定）。 

 

（３）その他 

 

 

浄化槽は、浄化槽法第７条に基づき行われる初回検査で設置状況や設備の稼働状況、

水質などを検査する。その後、浄化槽法第 10条で、定期的な保守点検及び１回／年の清

掃を浄化槽管理者の義務としている。さらに、浄化槽法 11条に基づき、保守点検、清掃

の実施状況を含め、浄化槽の機能が正常に維持されているかの検査の実施が必要である。 

機能の低下による周辺環境への影響を考慮し、維持管理の実施状況の把握及び適正な

維持管理を実施していない浄化槽への対策が必要である。 

 

 

 

① 生活雑排水の未処理（一部）放流 

① 集合処理施設への早期接続の促進 

浄化槽の適正な維持管理 

② 収集体制の検討 

② し尿処理施設の老朽化 
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第 2節 生活排水処理の基本方針 

 

１．計画の基本的な考え方 

本市は、公共下水道の推進により、生活排水処理施設の整備に取り組んでおり、今後も

公共下水道の整備に努めるとともに、一般家庭、事業者等の生活排水に関する関心を高め、

水環境保全の重要性について一層の啓発をしていく。 

 

 

 

生活排水の処理は公共下水道による処理を基本としており、公共下水道計画区域におけ

る下水道の整備、普及を図っていく。 

公共下水道計画認可区域外や認可区域内にあっても下水道整備までに期間を要する区域

では、合併処理浄化槽の普及を基本にして、生活排水処理を進めていく。 

 

 

 

公共下水道の整備や合併処理浄化槽の普及により、し尿処理施設に搬入されるし尿や浄

化槽汚泥の量や質に変化がみられる。これらの変化に対応して適正な処理が行われるよう

維持管理の徹底を実施するとともに、設備の整備を実施し、施設の延命化を図っていく。 

 

 

２．生活排水の数値目標 

生活排水適正処理率（（下水道人口＋合併処理浄化槽人口）／計画処理区域内人口×100）

の現状及び目標を以下に示す。将来的に生活排水適正処理率 100％を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

①自然環境の負荷の低減 

②適正かつ効率的な処理体制の確保 

【生活排水適正処理率の目標】 

短期目標：令和 12年度  95％ 

長期目標：令和 22年度  99％ 
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第３節 生活排水処理形態別人口・し尿等発生量の将来予測 

 

１．生活排水処理形態別人口の将来予測 

生活排水処理形態別人口の将来予測結果を表 3-3-1及び図 3-3-1に示す。 

下水道人口は下水道計画値を用いている。合併処理浄化槽人口、単独処理浄化槽人口及

び非水洗化人口は、（計画処理区域内人口－下水道人口）×令和元年度実績割合で求めてい

る。生活排水適正処理率は令和６年度 92.5％であり、短期目標（令和 12年度）が 94.7％、

長期目標（令和 22年度）が 98.9％である。 

 
表 3-3-1 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

単位：人

令和2 令和6 令和12 令和22

行政区域内人口 57,322 55,841 55,398 54,477

計画処理区域内人口 57,321 55,838 55,398 54,477

水洗化･生活雑排水処理人口 50,719 51,668 52,455 53,856

下水道人口 49,829 50,813 51,849 53,728

合併処理浄化槽人口 890 855 606 128

5,885 3,622 2,557 540

非水洗化人口 717 548 386 81

計画処理区域外人口 1 3 0 0

生活排水適正処理率 88.5% 92.5% 94.7% 98.9%

注） 生活排水適正処理率：水洗化・生活雑排水処理人口÷計画処理区域内人口×100

予　　　　測
項目＼年度

水洗化・生活雑排水未処理人口
（単独処理浄化槽人口）

実　　　績
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実績← →予測

 
図 3-3-1 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 
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２．し尿・汚泥発生量の将来予測 

し尿・汚泥発生量の将来予測結果を図 3-3-2に示す。 

し尿・汚泥発生量は令和２年度～令和６年度実績の過去５年間の中で直近である令和６

年度実績のし尿発生原単位 11.59（L/人日）、汚泥発生原単位 1.83（L/人日）で令和７年度

以降推移していくものと仮定し、し尿発生量はし尿発生原単位に非水洗化人口ならびに年

間日数を乗じて単位換算して求めた。 

また、汚泥発生量もし尿発生量と同様に、汚泥発生原単位に単独・合併処理浄化槽人口

及び年間日数を乗じて単位換算して求めている。 

 

2,025.2 2,317.4

3,468.3 2,992.5

5,493.5
5,309.9
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し尿発生量 浄化槽汚泥発生量

実績← →予測

 

図 3-3-2 し尿・汚泥発生量の実績及び将来予測結果 
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第４節 生活排水処理基本計画 

 

１．自然環境への負荷の低減 

本市の生活排水処理計画図を図 3-4-1に示す。 

堺 市

和 泉 市

泉 大 津 市

 
出典：「高石市公共下水道計画図（汚水）」より編集 

図 3-4-1 生活排水処理計画図 

 

（１）公共下水道による生活排水処理の改善 

河川等の公共用水域における生活排水による自然環境への負荷の低減を図るため、引

き続き公共下水道の計画的な整備を推進していく。 

 

（２）集合処理施設への早期接続の促進及び合併処理浄化槽の普及等 

下水道処理区域内における下水道管渠の整備を終了した地区は、公共用水域の水施設

保全を図るため集合処理施設への早期接続を促進していく。また、下水道管渠の整備に

期間を要する地域では、浄化槽設置を促進していく。下水道処理区域外については、単

独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進していく。 

 

（３）浄化槽の適正な維持管理の推進 

合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽を使用している一般家庭・事業所等について、浄

化槽の正しい知識や適正な維持管理の必要性を周知するとともに、適正な維持管理のた

めの仕組みづくりについても検討していく。 
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（４）生活排水対策の広報・啓発 

水質汚濁の原因の一つが一般家庭・事業所等から排出される生活排水であり、その適

正処理に関する情報等を、広報紙や市ホームページ等を活用して市民・事業者等に提供

していく。 

また、一般家庭・事業者等でできる発生源対策や生活排水処理に関する意識啓発に努

めていく。 

 

２．適正かつ効率的な収集・処理体制の確保 

（１）し尿・浄化槽汚泥の収集運搬体制の検討 

し尿・浄化槽汚泥の収集運搬は、現在、市が許可した収集運搬業者が行っているが、

し尿・浄化槽汚泥収集量の減少等を踏まえ、また災害時の収集運搬についても対応を考

え、効率的な収集運搬体制を検討していく。 

 

（２）し尿処理施設の適正な維持管理 

収集したし尿・浄化槽汚泥は、第１事業所し尿処理場に搬入し、適切に浄化処理を行

ったうえで公共用水域へ放流する。 

令和９年度より汚泥再生処理センターにリニューアルし、収集したし尿・浄化槽汚泥

は汚泥再生処理センターで希釈後、泉大津管理の下水道に放流する。 

 

３．緊急時の生活排水処理 

第２章 第４節ごみ処理基本計画で示した緊急時のごみ処理対策と同様に、生活排水処理

対策について以下に示す。 

 

（１）災害対策 

阪神・淡路大震災や東日本大震災でも明らかなように、大地震による災害は被害が広

範囲に及ぶほか、ライフラインや交通の途絶などの社会に与える影響が風水害等の災害

と比較しても大きい。下水道管、浄化槽等の損傷によるし尿・汚泥発生量も他の災害と

比べ大量であるほか、交通の途絶等に伴いし尿・汚泥についても平常時の収集・処理を

行うことが困難である。 

また、大規模な水害が発生した場合も、一時的に大量のし尿・汚泥等が発生し、さら

に道路の通行不能等によって、平常時と同様の収集・運搬処理では困難となる。 

以上のことから、事前に災害に対する対応策について準備・検討を行っていく。さら

に、起こりうる災害に備え、災害廃棄物処理計画の策定を検討するとともに、計画的・

継続的な職員研修の実施を検討する。 

【基本的な取組み】 

○災害廃棄物処理計画の策定検討 

○災害時における対策及び職員研修の実施の検討 
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（２）緊急時の対策 

他の自治体や関係諸団体との総合的な相互支援体制を拡充するとともに、下水道管等

の耐震化、災害時に必要となる設備、機材の確保などの生活排水に係る緊急時の対策と

整備を行っていく。 

【基本的な取り組み】 

○生活排水処理施設の防災体制の整備 

 

（３）災害時の的確かつ迅速な対応 

災害発生時の生活排水処理の指針となる、「高石市地域防災計画」に基づいて、災害発

生時に的確かつ迅速な対応を図っていく。 

【基本的な取り組み】 

○広域的連携の強化 

○近隣自治体等との連携強化 

○震災等災害時の相互応援・支援体制の拡充 

 

（４）環境に配慮した復旧 

市民生活の平常化や都市機能の回復を早期に実現するため、生活排水処理等を環境に

配慮しつつ効率的に行っていく。 

【基本的な取り組み】 

○環境に配慮した災害による生活排水の処理 

 


